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平成 30 年度 厚⽣労働⾏政推進調査事業費補助⾦（厚⽣労働科学特別研究事業）研究 
「消防救急⾞の代替搬送⼿段における病院救急⾞の活⽤に資する研究」 

 
総括研究報告書 

研究代表者 伊藤 重彦 北九州市⽴⼋幡病院 救命救急センター 
 

要旨 
（⽬的）転院搬送における消防救急⾞の適正利⽤を⽬的に、消防救急⾞に代わる患者搬
送⼿段として、病院に属する救急救命⼠（以下、病院救命⼠）が病院救急⾞に搭乗して
患者搬送業務を⾏う、緊急⾛⾏しない緩やかな救急搬送システムの研究を⾏った。 
（⽅法）転院搬送における消防救急⾞以外の代替搬送⼿段として、病院救急⾞の活⽤を
推進するため、７つの分担研究を⾏い、病院救急⾞の活⽤における課題の分析と解決に
向けた検討を⾏った。 
（結果）代替搬送を担う病院救急⾞に搭乗する病院救命⼠が、現場及び患者搬送中の⾞
内で実施できる救急救命処置範囲を地域救急業務メディカルコントロール（MC）協議
会（以下、地域 MC 協議会）のもとで定め、病院救命⼠が搭乗する低緊急患者を対象
とした患者搬送業務において、オンライン MC 体制下の救急救命処置実施体制を構築
した。病院救急⾞の活⽤が進まない病院側の要因として、①運⽤に掛かる経費負担、②
事故等への責任と保障の負担、③患者搬送業務への医師、看護師の出務負担等が挙げら
れた。病院⾞を保有する病院の負担軽減策として、診療報酬上の加算、⾃治体による必
要経費等の⽀援を求める意⾒が多かった。 
（結語）緊急度が低い、病状の安定した患者搬送業務において、消防機関以外の救急救
命⼠が現場及び搬送⾞内で⾏う救急救命処置に対する新たな MC 体制を確⽴した。 
病院救急⾞の活⽤促進には、病院救急⾞を運⽤する病院側負担への⽀援策の検討が急務
である。 
 本研究成果として、働き⽅改⾰の観点から、病院救命⼠の活⽤は患者搬送業務におけ
る医師、看護師の負担を軽減し、消防救急⾞の適正使⽤による消防職員の労働環境改善
にも繋がると考えられた。 

 
 

Ａ．背景・⽬的 
 Ｈ29 年版救急・救助の現況報告による
と、全国の消防救急⾞による転院搬送件
数は総搬送件数の 8.4％（Ｈ28 年中）で
ある 1）。そのため、平成 28 年 3 ⽉、消
防庁次⻑及び厚⽣労働省医政局⻑の連名
により、転院搬送における救急⾞の適正
利⽤の推進に関する通知が出された２）。
転院搬送においては、消防救急⾞の代替 

 
 
搬送⼿段として、医師、看護師の同乗が
可能で、⼀定程度の医療資機材を積載し 
ている病院救急⾞の活⽤が期待されてい
るが、実際には病院救急⾞を保有する病 
院と特別の関係にある病院や施設間の搬
送、あるいは専⾨治療のための転院搬送
などに限定して活⽤されている。病院救 
急⾞の活⽤が進まない要因としては、病
院救急⾞を運⽤する病院側の負担（⾞両 
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整備の経費と採算性、医師・看護師同乗
の負担）、患者搬送中の事故や患者急変
時の責任と保障等の課題が挙げられる
が、解決策や指針は⽰されていない。 
そこで今回、転院搬送における消防救急

⾞の適正利⽤を⽬的に、消防救急⾞に代
わる患者搬送⼿段として、病院救命⼠が
病院救急⾞に搭乗して患者搬送業務を⾏
う、緊急⾛⾏しない、緩やかな救急搬送
システム注１）の研究を⾏った。患者搬送
中の安全性を確保するため、消防機関に
属する救急救命⼠（以下、消防救命⼠）
以外の救急救命⼠の現場及び患者搬送中
の⾞内で実施する救急救命処置に対し、
地域 MC 協議会による新たな MC 体制を
確⽴することとした。また、モデル地区
で病院救命⼠が搭乗する病院救急⾞によ
る患者搬送業務の試験運⽤を⾏い、新規
に消防救急⾞以外の代替搬送⼿段を活⽤
したいと考える地域の参考となるような
指針を作成することとした。⽬標達成に
必要な項⽬を表１に⽰す。 

表１．⽬標到達に必要な項⽬ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 本研究成果により、消防機関以外に属
する救急救命⼠の活躍の場を提供すると
同時に、医師、看護師の患者搬送業務に
対する負担軽減、転院搬送件数の減少に
よる消防機関職員の負担軽減に繋がるこ
とから、国が進める働き改⾰の⼀助にな
ることが期待される。 

注１）緊急⾛⾏しない、緩やかな救急搬送
システムとは、地域医師会、地域 MC 協
議会、関係⾏政機関をはじめ、地域包括
ケアシステムに関わる多職種、関係団体
が連携することにより、消防救急⾞以外
の患者等搬送⾞を地域で有効活⽤する患
者搬送システムを指す。 
 
Ｂ．対象・⽅法 

 病院救急⾞の活⽤促進に向けた研究⼿
順を図１に⽰す。また、本研究の⽬的達
成のために⾏った７つの分担研究内容を
表２に⽰す。分担研究１では、病院救急
⾞の活⽤促進において解決すべき課題を
関係者間で協議し、新規に消防救急⾞以
外の代替搬送⼿段を活⽤したいと考える
地域の参考となるような課題解決に向け
た指針を⽰した。会議における具体的な
質疑内容は分担研究報告において詳しく
解説した。分担研究２では、全国政令指
定都市消防本部を対象にアンケート調査
を⾏い、消防救急⾞による転院搬送の実
態と病院救急⾞が活⽤できる環境に関す
る調査を⾏った。分担研究３では、全国
の地域医療⽀援病院及び救命救急センタ
ーにアンケート調査を⾏い、病院救急⾞
保有医療機関の抱える課題を抽出し、解
決策について研究した。分担研究４で
は、MC 体制が曖昧であった病院救命⼠
に対し、全国に先駆けて地域 MC 協議会
のなかに消防救命⼠以外の医療救護活動
を検討する委員会を設置し、救急救命処
置実施における新たな MC 体制を構築し
た。分担研究５では、福岡県内の病院を
対象に病院救急⾞運⽤に掛かる具体的な
病院負担について分析を⾏った。分担研
究６では、地域包括ケアシステムの⼀環
として、病院救急⾞を⾼齢急病者の転院
搬送に活⽤している東京都内（葛飾区、
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⼋王⼦市）の先進事例を視察研究し、さ
らに 100 万以上⼈⼝の都市部病院におけ
る病院救急⾞の活⽤状況について、調査
研究した。分担研究７では、１から 6 の
分担研究成果として、北九州地域をモデ
ル地区として、病院救命⼠が搭乗する病
院救急⾞による患者搬送業務の試験運⽤
を⾏った。本研究が⽬指すゴールは、転
院搬送における消防救急⾞以外の代替搬
送⼿段として、病院救命⼠が搭乗する病
院救急⾞の活⽤を全国に普及させること
である。 
 
Ｃ．結果 
以下、それぞれの分担研究の結果の概略
を解説する。 
（分担研究１） 
転院搬送における病院救急車の積極的活
用に係る課題と解決策に関する研究 
 H29 年中の消防救急⾞による転院搬送
件数が約 53 万 4 千件である現状におい
て、病院救急⾞を保有する病院による病
院救急⾞の活⽤促進は、重要施策として
位置づけられてきた。本分担研究におい
ては、地域包括ケアシステムにおける⾼
齢者対策の⼀環として、消防救急⾞の代
替搬送⼿段として病院救急⾞の活⽤に関
する課題、中でも活⽤が進まない要因に
ついて関係者間で検討し、さらに政令指
定都市をモデルとする病院救命⼠が搭乗
する病院救急⾞を活⽤する新しい患者搬
送システムについて協議した。 
全国的に病院⾞の活⽤が進まない要因の

⼀つが、病院救急⾞を運⽤する医療機関
にはメリットが少なく、運⽤経費やマン
パワーの負担が⼤きいことである。また
現状では、搬送中の事故や患者急変時の
トラブルの責任が病院救急⾞を保有する
医療機関に帰属することも問題である。 

病院救急⾞の地域活⽤の先進事例とし
て、東京都⼋王⼦市の⾼齢者救急医療体
制広域連絡会(⼋⾼連)による患者搬送⽀
援システム３）があるが、地域で病院⾞を
共⽤する場合、⾏政等の⽀援がなく、各
病院の⾃主的運⽤に期待する形で活⽤を
促進していくことは困難である（図２）。 
 病院救急⾞による⼀般的な搬送形態と
して、⾃院へ受診⼜は⼊院する患者搬送
（迎え搬送）と⾃院から転院する患者搬
送（送り搬送）があるが、本研究では、
緊急度が低い、⼜は病状が⽐較的安定し
た患者を搬送対象とし、搬送患者の病状
や緊急度が⼗分確認出来る、⽇頃から密
に連携しているいくつかの診療所といく
つかの介護施設を搬送元とする迎え搬送
を積極的に⾏うこととした（図３）。検討
会議では、このような搬送形態で各病院
が保有する病院救急⾞を運⽤することに
ついて協議を進めた。地域医師会、病院
救急⾞を運⽤する病院⻑との検討会議を
２回（2018.10.9、2019.1.29）⾏い、病
院救急⾞を運⽤する病院側の負担と解決
策について検討した。また、地域 MC 協
議会に所属する MC 医師と消防職員との
協議を２回（2018.8.2、10.3）⾏い、病
院救命⼠、⺠間救命⼠の救急救命処置範
囲と再研修制度ついて協議した。 
 転院搬送における病院救急⾞の活⽤促

進においては、病院救急⾞を運⽤する医
療機関の負担をできるだけ軽減すること
が重要で、病院救急⾞を利⽤する患者搬
送業務への診療報酬上の加算、あるいは
⾃治体による必要経費等の⽀援が必要で
ある。 
 
（分担研究2） 
転院搬送に病院救急車を活用するための
課題の抽出と解決策の検討 
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 転院搬送における消防救急⾞の適正利
⽤が求められている。先⾏研究「転院搬
送における病院救命⼠が搭乗する病院救
急⾞活⽤に関する調査研究」で報告して
いるが、H27 年中の福岡県下消防救急⾞
による総搬送件数に占める転院搬送件数
は 9.4％で、うち傷病程度軽症例 6%、医
師が同乗しなかった搬送例は 24%であっ
た。このような事案は消防救急⾞に代わ
り、教育・研修をうけた病院救命⼠が搭
乗する病院救急⾞による搬送が⼗分可能
である。 
 本分担研究では、消防救急⾞による転
院搬送の実態調査から、転院搬送におけ
る病院救急⾞活⽤の課題と解決策及び今
後必要な施策を検討した。全国の政令指
定都市の消防本部に対して、転院搬送の
実情、消防機関と関係機関との協議経過
についてアンケート調査を実施した。	
また、神奈川県湘南地区の救急医療機関
の救急担当医師に対して、病院救急⾞に
よる転院搬送の現状と課題、解決策につ
いて聞き取り調査を⾏った。	
（１）政令指定都市消防本部に対するアン

ケート調査	

政令指定都市の20消防本部に対してア

ンケートを実施し、17消防本部から回答を

得た（回答率85％）。医師、看護師が同乗

しない転院搬送が約半数を占めた。この調

査結果から、消防救命士に代わり病院救命

士が搭乗して転院搬送できる事案が多い

ことが容易に想像できる。消防救命士によ

る転院搬送中の救急救命処置の内容も、血

圧測定（71.6％）や血中酸素飽和度測定（7

5.8％）、酸素吸入（75.8％）等が多く、特

定行為実施例は少なかった。分担研究４に

おいて消防救命士以外の行う救急救命処

置に特定行為を含めなかったことの根拠

となる結果である。回答した消防本部にお

ける転院搬送患者の傷病程度は、重症が	

14.8％、中等症が76.8％であった。この

結果は、先行研究「転院搬送における病院

救命士が搭乗する病院救急車活用に関す

る調査研究」で示したＨ27年中福岡県下搬

送事案と同じ傾向であった。全国の消防本

部において入力される転院搬送患者の傷

病程度の項目は、重症と中等症の２者選択

である。このことを考慮すると、消防救急

車による転院搬送が絶対適応となる事案

は約15％と思われる。病院救急車を始めと

する消防救急車以外の患者等搬送車を積

極的に活用できる環境整備（経費負担、事

故補償、運転手を含む人材確保、搭乗救命

士の処置内容の質の担保とＭＣ体制等）が

進めば、消防救急車による転院搬送事案の

多くは他の代替搬送手段でも搬送が可能

である。	

（２）転院搬送の現状と課題に関する救
急医療機関に対する聞き取り調査	
神奈川県湘南地区の救命救急センター

（1）、救命救急センターかつ地域医療⽀
援病院（3）、地域医療⽀援病院（2）、⼆
次救急医療機関（1）の計７施設の救急
担当者に対し、各医療機関による転院搬
送の現状と課題解決について意⾒聴取を
⾏った。病院救急⾞を保有していても実
運⽤していない理由として、①⼈材の確
保、②費⽤負担、③責任問題が挙げられ
た。これは、分担研究１の「転院搬送に
おける病院救急⾞の積極的活⽤に係る課
題と解決策に関する研究」で挙がった負
担要因と同じであった。消防救急⾞への
同乗基準は、重症患者については極⼒同
乗しているが、病状の安定した患者には
同乗していない施設がほとんどであっ
た。その理由としては、救急に携わる医
師が少なく、救急⾞に同乗することで新
たな救急患者を受け⼊れることができな
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くなることであった。搬送業務への医
師、看護師の負担が、病院救急⾞活⽤が
進まない重要な要因となっていた。 

消防庁と厚⽣労働省の連名で出された、
転院搬送における消防救急⾞の適正利⽤
の推進に関する通知（消防救第34号、医政
発0331第48号平成28年3⽉31⽇通知）から
２年以上が経過したが、転院搬送における
消防救急⾞の適正利⽤ガイドラインへの
対応には、いまだ地域差がある。 

今後、病院救急⾞の活⽤を全国的に普
及・促進させるためには、各地域において
関係者間のさらなる協議が必要である。 
また、病院救急⾞活⽤の推進においては、
⾏政による制度の構築、経済的・教育的⽀
援は是⾮とも必要である。 
 
（分担研究３） 
病院に属する救急救命士（病院救命士）
の病院内業務及び患者搬送業務の実態に
ついて 
本分担研究の⽬的は、働き⽅改⾰の⼀環

として、消防機関に属さない救急救命⼠
の患者搬送業務や院内業務への活⽤が当
該医療機関の医師・看護師の負担軽減に
及ぼす効果に関する調査・研究である。 
 全国の救命救急センター及び地域医療
⽀援病院 588 施設を対象に、病院救命⼠
の院内業務及び患者等搬送業務の実態に
ついてアンケート調査を⾏った。260 施
設（回答率 44.2％）から回答を得た。 
１）病院救命⼠を雇⽤している医療機関 
 回答医療機関のうち、58 医療機関
（22.5％）が病院救命⼠を雇⽤し、雇⽤
⼈数は２名以下が半数であった。病院救
命⼠のおもな業務内容については、救急
外来・救急病棟など初療部⾨での業務が
55 医療機関(46.2%)で最も多く、本研究
の⽬的である病院救急⾞など搬送部⾨で

の業務は 32 医療機関（26.8％）であっ
た。病院救命⼠雇⽤ 58 施設のうち、患
者搬送業務において医師、看護師と⼀緒
に病院救急⾞に病院救命⼠が同乗してい
る施設が 36 施設（62％）ある⼀⽅で、
病院救命⼠が単独で搬送業務を⾏ってい
る施設は 15 施設（25.8％）にとどまっ
た。ただし、消防救急⾞以外の搬送⼿段
として、緊急度が低い病状の安定してい
る患者搬送を病院救命⼠のみで⾏うこと
については、49 施設（84.4％）が賛成し
た。 
２）病院救命⼠を雇⽤していない医療機
関 
救急救命⼠を雇⽤していない 202 医療機
関のうち、173 医療機関（85.6％）が時
間外救急業務において、看護師が不⾜し
ていると回答した。多くの医療機関は、
救急外来業務、患者搬送業務の補助⽬的
で病院救命⼠を雇⽤することが、医師、
看護師の負担軽減になると考えていた。 
また、MC 協議会⼜は病院 MC 下で病院
救命⼠が院内で救急救命処置を実施する
ことについて、169 医療機関（83.6％）
が賛成した。 
 看護師不⾜が続くなか、病院救命⼠の
活躍の場は今後確実に広がって⾏くと思
われる。本研究では、病院救命⼠の現場
及び搬送中の⾞内活動に対して、地域Ｍ
Ｃ協議会によるＭＣ体制を確⽴した。 
今後は各地域において、病院救命⼠の救
急救命処置に対する評価・検証システム
を確⽴していくことが重要である。 
 
（分担研究４） 
消防機関以外に属する救急救命士の患者
等搬送業務におけるメディカルコントロ
ール（MC）体制及び救急救命処置範囲
に関する研究 
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 本分担研究のテーマは、転院搬送等に
おける消防救急⾞の代替搬送⼿段とし
て、低緊急患者における病院救急⾞を含
む患者等搬送⾞の積極的活⽤である。低
緊急とはいえ、搬送中に⼀定程度の医学
的管理が必要となる場合がある患者であ
る以上、現場及び患者搬送中の⾞内活動
において、搬送患者の病状観察やバイタ
ルサインの測定、急変時に迅速な対応が
実施できるためには、医療従事者が搭乗
する患者搬送形態が望ましい。そこで、
転院搬送業務において、病院に属する医
師、看護師の代わりに、病院救命⼠が搭
乗し⼀定範囲の救急救命処置ができる体
制について検討した。 
現状においては、各地域で定められた

MC 体制下に患者搬送業務を⾏っている
のは消防救命⼠のみで、病院救命⼠や⺠
間事業所に属する救急救命⼠（以下、⺠
間救命⼠）が消防救急⾞以外の患者等搬
送⾞で患者搬送業務を⾏うための MC 体
制は整備されていない。また、いわゆる
病院 MC 体制では、病院救命⼠が実施で
きる救急救命処置範囲を各医療機関がそ
れぞれ独⾃に定めている上、患者急変時
のオンライン MC や事後検証、再研修体
制が整備されていないため、医療救護活
動の質が担保できていない問題があっ
た。そこで、MC 協議会に属する MC 医
師や法律家等を交えて協議を⾏い、地域
MC 協議会において、消防救命⼠以外の
救急救命⼠による患者搬送業務に対する
活動要綱、研修要綱を策定した。また、
地域 MC 協議会が認定する救急救命⼠
（以下、MC 協議会認定救命⼠）制度を
導⼊し、再研修制度、患者等搬送⾞両の
条件等を策定した。消防救急⾞の代替搬
送⼿段として、患者等搬送⾞に搭乗する
消防機関以外の救急救命⼠に対する新た

な MC 体制を確⽴した。 
 
（分担研究５）  
 病院救急車の積極的活用における病院
負担等に関する検討 
 病院救急⾞の活⽤が進まない要因とし
て、病院救急⾞を所有する病院側の負担
が挙げられる。搬送中の事故、搬送患者
急変時の責任の所在、医師、看護師の病
院救急⾞搭乗に伴う⼈件費、⾞両整備、
運⽤に掛かる経費等具体的な負担につい
て、福岡県内の病院に対してアンケート
調査を実施し、病院救急⾞による搬送業
務の採算性や負担軽減策について研究し
た。461 施設に調査を依頼し、171 施設
から回答を得た（回答率 37.1％）。 
病院救急⾞保有は 45 施設（26.3％）、⼀

般病院⾞のみの保有は 90 施設（52.1％）
であった。73.3％の施設で転院搬送時に
医師⼜は看護師が同乗しており、病院救
命⼠の同乗は 1.5％に過ぎなかった。 
搬送中の事故等の責任については、⾃院
と他院の間の搬送中の事故では、78.9％
の施設が病院⾞保有施設が責任を担うべ
きであると回答した。⼀⽅、病院⾞保有
施設と関係ない病院・施設間搬送中に発
⽣した事故責任は、病院⾞保有施設
20.5％、搬送元・搬送先施設 28.7％、⾏
政機関 43.3％と意⾒が分かれた。また、
多くの病院⾞保有施設が、病院⾞の整
備・保険等への年間経費を 10〜20 万と
⾒積もっていた。病院救急⾞を地域が共
有して運⽤するためには、保健福祉主管
部局等⾏政機関において、予算⾯を含め
何らかの⽀援が必要と思われた。 
 
（分担研究６） 
都市部における病院救急車の運用に係る
課題の整理と解決方略に係る指針の作成 
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 東京都葛飾区と⼋王⼦市において、地
域単位で病院救急⾞による患者搬送を⾏
っている医療機関を視察し、運⽤に⾄る
経緯、運⽤実績と課題について調査し
た。また、⼈⼝ 100 万以上の政令指定都
市の病院を対象に病院救急⾞運⽤の現状
と課題についてアンケート調査を実施し
た。 
本分担研究においては、東京都で先進運
⽤されている病院救急⾞の地域活⽤を全
国の政令指定都市レベルの⼈⼝地域にお
いて普及させるための課題と解決策に関
する調査が⽬的である。 
（１）先進事例の評価・分析 
 東京都葛飾区においては、葛飾区在宅
療法患者・⾼齢者搬送⽀援事業（通称；
かつしか在宅医療サポート搬送⼊院シス
テム）は、約 46 万⼈の⼈⼝地域におい
て運⽤されている。かかりつけ医の判断
で搬送元から搬送先へ患者搬送を依頼、
病院救急⾞を所有する 2 医療機関が平⽇
⽇勤帯に患者搬送を担っている。課題は
利⽤が⾒込まれる⾼齢者施設からの搬送
依頼の減少である。東京都⼋王⼦市にお
いては、⼋王⼦在宅療養救急搬送⽀援事
業の⼀環として、約 56 万⼈の地域⼈⼝
において運⽤されている。消防救急⾞に
代わる搬送⼿段として活⽤件数が増加し
ており、2018 年実績は 500 件である。
両地域とも、重症度に応じて医師、看護
師が同乗し、救命救急⼠のみによる患者
搬送の適応は、病院救急⾞を運⽤する病
院に属する医師が判断していた。 
（２）⼈⼝ 100 万以上都市部運⽤の実情 
⼈⼝ 100 万以上の政令指定都市の病院

に対して病院救急⾞活⽤の現状と課題に
ついて調査した。アンケート対象 1229
施設のうち、558 施設から回答を得た
（回答率 45.4％）。回答施設の 27.9％が

病院救急⾞を保有しており、運⽤時間帯
は 73.7％が平⽇⽇勤帯であった。運⽤形
態としては、⾃施設から⾃施設以外の転
院搬送が最も多く（91.6％）、⾃施設以外
から⾃施設への搬送（59.6）、⾃施設以外
から⾃施設以外への搬送（6.5％）の順で
あった。転院搬送における消防救急⾞の
適正利⽤の観点からは、低緊急患者の⾃
施設から⾃施設以外への搬送において病
院救急⾞を活⽤することはもちろんであ
るが、⾃施設以外から⾃施設への搬送、
とくに連携する介護施設や診療所等の搬
送依頼に積極的に対応していくことが重
要である。 
 東京都葛飾区や⼋王⼦市の試みは全国
に普及するまでには⾄っていない。地域
包括ケアシステムが進む中、患者搬送業
務において病院救急⾞を共⽤するために
は、病院救急⾞運⽤に掛かる諸経費の負
担と予算・補助のあり⽅、病院救急⾞保
有施設と関係ない施設間搬送に伴う事故
等への保障のあり⽅など、国や地⽅⾃治
体が検討していくべき課題は多い。 
 
（分担研究７） 
北九州地域における病院救命士が搭乗す
る病院救急車による患者搬送業務の試験
運用 
 北九州地域 MC 協議会が所管する地域
において、病院救命⼠を雇⽤している３
つの医療機関（いずれも MC 協議会施
設）が参加し、病院救命⼠が搭乗する病
院救急⾞による患者搬送の試験運⽤を⾏
った。試験運⽤期間は平成 30 年 11 ⽉ 1
⽇から平成 31 年 2 ⽉ 28 ⽇までの４ヶ⽉
間で、運⽤時間帯は平⽇⽇勤帯とした。
試験運⽤に参加した病院救命⼠は、MC
協議会が定める所定の研修を修了し、
MC 協議会から認定された病院救命⼠ 14
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名である。すべての搬送事案において、
分担研究４の成果物である MC 協議会統
⼀の搬送記録、救急救命処置記録を⽤
い、すべての搬送事案に対して、MC 協
議会医師による事後検証を⾏った。 
（１）搬送患者の内訳 
 試験運⽤期間 4 ヶ⽉間の搬送件数は 64
件である。すべての事案が病院救急⾞で
他の場所へ迎えに⾏った転院搬送（迎え
搬送）の事案であり、⾃院から他院等へ
の転院搬送（送り搬送）は含まれていな
い。疾患の内訳は、内因性 47 件、外因
性 17 件である。搬送患者の年齢構成は
75 歳以上の⾼齢者が 46 件（71.8％）と
多く、65 歳未満の搬送はわずか 5 件であ
った。運⽤形態は、病院から病院への搬
送が 54 件で、うち約 30％が無床診療所
からの搬送依頼であった。施設から病院
への搬送は 10 件であった。搬送中の救
急救命処置は、パルスオキシメーター装
着と⾎圧測定など搬送患者の病状観察に
対して実施した処置がほとんどであっ
た。オンライン MC による指導・助⾔を
必要とする救急救命処置実施事案は、低
酸素化に対する酸素投与（10 ㍑/分）の
１例のみであった。ドクターカーや消防
救急⾞要請が必要となる患者急変事例は
なかった。本研究⽬的の⼀つが、病院救
命⼠が単独で搭乗する患者搬送システム
の安全性の検証である。そのため、搬送
対象は⽐較的病状が安定した低緊急患者
としていた。実際の運⽤で、搬送依頼元
の緊急度判断に問題はなかった。  
病院からの依頼に⽐べ、施設からの依頼

が少なかった要因として、搬送患者の緊
急度判断を施設で⾏う事が難しかった可
能性が⽰唆された。 
 別項の先⾏研究で報告しているよう
に、北九州市内医療機関の病院救急⾞運

⽤実績の多くは、⾃院から他の病院への
転院搬送であった。4 ヶ⽉間の運⽤実績
は 64 件であったが、病院救命⼠が搭乗
する病院救急⾞による患者搬送におい
て、他の病院や無床診療所、あるいは施
設から⾃院への搬送事案を分析・評価で
きたことは、本研究成果として有⽤であ
った。また、試験運⽤を通して、分担研
究４の成果である、病院救命⼠の患者搬
送業務における新しい MC 体制の安全性
と有⽤性が確認された。 
 
Ｄ．考察 
 超⾼齢社会に⼊った⽇本において、急
病で医療機関へ受診や搬送が必要となる
⾼齢者は今後益々増加する。⼀⽅で、緊
急度や傷病程度にかかわらず、受診、搬
送⼿段がないために消防救急⾞を利⽤せ
ざるを得ない現状がある。現在、医療機
関への受診、搬送を必要とする場合のス
トレッチャーを常備した患者搬送⼿段と
しては、①消防救急⾞、②病院が保有す
る病院救急⾞、③⺠間事業所が保有する
患者等搬送⾞がある。本研究の調査結果
として、消防救急⾞による転院搬送事案
のなかには、医師、看護師の同乗を必要
としない、病状が安定した患者搬送が多
いことが判った。消防救急⾞の適正利⽤
の観点から、地域医師会、地域 MC 協議
会及び⾼齢利⽤者が多い介護施設等が連
携して、消防救急⾞以外の搬送⼿段を活
⽤していくことが重要である。本研究成
果として、消防機関以外の救急救命⼠に
対する新たな MC 体制を構築した。いま
まで曖昧であった「いわゆる病院 MC 体
制」から、病院救命⼠の患者搬送業務に
おける救急救命処置範囲を地域 MC 協議
会が具体的に定めた意義は⼤きい。    
また、オンライン MC 下で現場及び搬送
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⾞内活動が可能となり、⼀定程度医学的
管理が必要な低緊急患者の転院搬送にお
ける安全性が確保された。今後、消防救
急⾞の代替搬送⼿段として、消防救命⼠
以外の救命⼠が搭乗する患者等搬送⾞の
導⼊を検討している地域に対して、運⽤
案の⼀つを提供できたと考えている。 
 地域包括ケアシステムにおいては、住
み慣れた地域内で医療や介護が受けられ
る環境整備が進んでいるが、急病時に利
⽤できる消防救急⾞以外の受診・搬送⼿
段の検討は進んでいない。歩⾏困難な独
居⾼齢者が消防救急⾞以外の受診⼿段を
確保することは容易ではない。また、消
防救急⾞を呼ぶほどではない低緊急患者
が利⽤できる搬送⼿段が確保されている
地域はほとんどない。救急安⼼センター
事業（♯7119）においても、緊急度が⾼
い場合に 119 番通報を勧奨するシステム
はあるが、低緊急時の移動⼿段に関する
情報提供は不⼗分である。救急⾞を呼ぶ
べきかどうかの緊急度、受診・搬送先や
受診・搬送⼿段について、地域かかりつ
け医にいつでも相談できる体制が理想的
である。図４は、著者等が考える地域包
括ケアシステムにおける緊急⾛⾏しない
緩やかな患者搬送システムの将来像であ
る。⾼齢者が住み慣れた地域内で医療や
介護が受けられる仕組み、急病時にもか
かりつけ医に相談し、消防救急⾞以外の
搬送⼿段が選択できる体制作りが必要な
時期にきている。 
 
 

Ｅ．結語 
 病院救急⾞を活⽤した、緊急⾛⾏しな
い患者搬送システムを研究し、緊急度が
低い、病状の安定した患者搬送業務にお
いて、消防機関以外の救急救命⼠が現場
及び搬送⾞内で⾏う救急救命処置に対す
る新たな MC 体制を確⽴した。本研究成
果として、病院救命⼠が搭乗する病院救
急⾞の積極的活⽤により、病院職員（医
師、看護師、病院救命⼠等）の労働負担
の平均化、及び転院搬送における消防救
急⾞適正利⽤により、消防機関職員の労
働環境改善にも繋がると考えられる。 
 
Ｆ．引⽤⽂献 
１）Ｈ29 年版救急・救助の現況報告
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/ho
udou/h29/12/291219_houdou_2.pdf 
２）転院搬送における救急⾞の適正利⽤
の推進について pdf 
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/ass
ets/280331_kyu34.pdf 
３）猪⼝正孝：病院救急⾞を利⽤した⾼
齢者搬送⽀援システム（救急の⽇シンポ
ジウム講演スライド資料 2013 年 9 ⽉）
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp
/iryo/kyuukyuu/kyukyunohi/25kyukyuno
hi.files/shiryou_3.pdf 
Ｇ．利益相反 
申告すべき利益相反なし 
Ｈ．発表・論⽂ 
発表なし、論⽂なし 
Ｉ．知的財産の出願・登録状況 
特になし 

 
 
 
 
 

-9-



 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  図１．病院救急⾞の活⽤促進に向けた研究⼿順 
 
  表２．７つの分担研究の内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-10-



 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

図２．⼋王⼦市⾼齢者救急医療体制広域連絡会(⼋⾼連) の患者搬送⽀援システム（東京都） 
（出典：猪⼝正孝：病院救急⾞を利⽤した⾼齢者搬送⽀援システム；救急の⽇シンポジウム講演資料 2013） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図３．政令指定都市における、病院救急⾞による患者搬送⽀援システム案（研究モデル） 
（※⾃院からの転院搬送（送り搬送）ではなく、他の場所からの搬送受⼊れ（迎え搬送）を積極的に 

⾏うシステムを想定している） 
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 図４．地域包括ケアシステムにおける、緊急⾛⾏しない緩やかな救急搬送システムの将来像 
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平成 30 年度 厚⽣労働⾏政推進調査事業費補助⾦（厚⽣労働科学特別研究事業）研究 
「消防救急⾞の代替搬送⼿段における病院救急⾞の活⽤に資する研究」 

研究代表者 伊藤 重彦 北九州市⽴⼋幡病院 救命救急センター 
 

分担研究報告書 
転院搬送における病院救急⾞の積極的活⽤に係る課題と解決策に関する研究 

 
（研究分担者） 伊藤 重彦 北九州市⽴⼋幡病院 院⻑ 救命救急センター 統括  
(研究協⼒者) 福地 靖範 北九州市医師会 救急担当理事  

 
要旨 

（⽬的）救急需要が増加する中、転院搬送等において消防救急⾞の代替搬送⼿段である
病院救急⾞の活⽤が進まない要因について検討した。また、積極的活⽤に際しての課題
を抽出し、関係者間で解決策と合意形成に向けた協議を⾏った。（⽅法）２つの会議体
において、①消防機関以外に属する救急救命⼠のメディカルコントロール（MC）体制
及び患者等搬送業務における救急救命処置範囲について、②消防救急⾞の代替搬送⼿段
における病院救急⾞活⽤における病院負担等について協議した。（結果）北九州地域
MC 協議会において、消防機関以外に属する救急救命⼠の患者搬送業務における MC
体制を構築した。病院救急⾞活⽤において、①患者搬送中の事故やトラブル時の責任の
所在、②同乗する医師、看護師の負担増、③運転⼿確保が困難、④病院救急⾞の整備及
び積載資機材に係る費⽤などが、病院側の負担要因であった。（結語）病院救命⼠が搭
乗する病院救急⾞は、消防救急⾞の代替搬送⼿段の⼀つとして有⽤である。働き⽅改⾰
の⼀環として、医師・看護師の負担軽減、救急搬送件数抑制による救急隊員の負担軽減
になると考えられる。 
 
 
Ａ．背景と⽬的 
 超⾼齢社会の⽇本において、⾼齢化進
展に伴う救急搬送件数の増加は⼤きな課
題である。また、消防救急⾞によるＨ29
年中の転院搬送件数は 53 万 4072 件 
（総搬送件数の 8.4％）で、前年度より
約 12,408 件（総搬送件数の 0.2％）増加
している１）。転院搬送等における消防救
急⾞に代わる搬送⼿段の検討は喫緊の課
題である。代替搬送⼿段としては、病院
が保有する病院救急⾞や⺠間事業所が保
有する患者等搬送⾞があるが、病院救急
⾞は、患者の病態に応じた医師、看護師 

 
の同乗や緊急⾞両登録も可能であること 
から、代替搬送⼿段として期待されてい 
る。しかしながら、実際には、病院救急 
⾞の活⽤は、当該病院と特別の関係にあ
る病院や施設間の搬送、専⾨治療のため 
の転院搬送など限定的である。活⽤が進
まない要因として、運⽤する病院側の負
担（採算性やマンパワー）、搬送中の事故
やトラブル時の責任の所在が不明瞭であ
る等の課題が挙げられるが、いまだ解決
策や指針は⽰されていない。そこで、転
院搬送における消防救急⾞の適正利⽤の
観点から、地域医師会、救急病院、地域
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メディカルコントロール（MC）協議
会、消防機関等の関係機関において、病
院救急⾞に関する課題を抽出し、解決策
と合意形成に向けた協議を⾏った。  
また、患者等搬送業務における医師や看
護師の負担軽減の観点から、消防機関以
外の救急救命⼠が患者等搬送⾞に同乗
し、緊急度の低い患者の搬送業務を⾏う
ための救急救命処置範囲についても検討
した。 
 
Ｂ．検討事項及び⽅法 
以下の２つの会議体により、病院救急⾞

活⽤に係る課題の抽出及び解決策と合意
形成に向けた協議を⾏った（表１）。 
 

 表１．２つの会議体における検討事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．消防機関以外に属する救急救命⼠の
MC 体制及び患者等搬送業務における救
急救命処置範囲に関する検討会議 
 北九州地域 MC 協議会に属する MC 医
師、消防職員、法律家、研究班員を構成
員とする会議体で協議した。       
 検討事項は、おもに ①病院に属する
救急救命⼠（病院救命⼠）、⺠間事業所に
属する救命⼠（⺠間救命⼠）の患者搬送
業務における MC 体制及び救急救命処置
範囲について、②救急⾃動⾞以外の搬送
⼿段で搬送する患者の病態、緊急度につ
いて、③搬送患者中のオンライン MC 体

制及び急変時の消防機関との連携等につ
いて協議した。なお、救急救命⼠の救急
救命処置実施規範や要綱は厚⽣労働省の
管轄であるため、本会議の経過について
は、厚⽣労働省と情報共有した。 
２．消防救急⾞の代替搬送⼿段における
病院救急⾞活⽤に係る検討会議 
 病院救急⾞の積極的活⽤における課題
抽出及び解決策と合意形成に向けた協議
を⾏うために、地域医師会、地域 MC 協
議会、試験運⽤に協⼒する病院⾞を保有
する病院、⾼齢者福祉協議会、⾏政機関
（保健福祉部局、消防機関）、研究班を構
成員とする会議体で協議した。   
 病院救急⾞活⽤における検討事項は、
おもに①病院負担（事故発⽣、患者急変
等の責任、搬送に掛かる諸経費、医師・
看護師負担）、②診療報酬上のメリット、
③病院救急⾞の積極的活⽤に関する地域
住⺠、介護施設等への普及・啓発につい
て協議した。 
 
Ｃ．結果 
 ２つの会議体のおもな協議結果、関係
者間の合意内容について解説する。具体
的な質疑内容は、別紙資料に⽰した。 
１．消防機関以外に属する救急救命⼠の
MC 体制及び搬送業務活動における救急
救命処置範囲に関する検討会議 
 H15 年以降に全国各地で設置が進んだ
MC 体制は、消防機関に属する救急救命
⼠（以下、消防救命⼠）の救急救命処置
に対する指⽰・助⾔体制である。 
本研究における病院救命⼠や⺠間救命⼠
の患者搬送業務はいまだ MC 体制が確⽴
されていないため、病院救急⾞や⺠間救
急⾞に搭乗する救急救命⼠に対する MC
協議会の役割と当該救命⼠が実施できる
救急救命処置範囲について協議した。 
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会議において、①MC 協議会の新たな負
担、②再研修、事後検証及びオンライン
MC 体制が確⽴されていない消防救命⼠
以外の救命⼠が⾏う救急救命処置の質の
評価、③患者搬送中のオンライン MC 体
制の確保が課題であった。 
 協議の結果、関係者間で以下のような
合意を得た。 
①北九州地域 MC 協議会のなかに、消防
救命⼠以外の救急救命⼠の活動を協議す
る委員会を新たに設置する。 
②上記救命⼠による患者搬送業務で実施
できる救急救命処置範囲を地域 MC 協議
会で定める。 
③救急救命処置の質を担保するため、消
防救命⼠と同様に、病院実習等の再研修
カリキュラムを定め、再研修の達成度を
MC 協議会で評価する。 
④搬送患者の急な病状変化に適切に対応
できるように、MC 医師による指導・助
⾔体制（オンライン MC 体制）を確保す
る。 
⑤統⼀した活動記録票、病院実習評価表
を整備し、MC 医師による事後検証を⾏
う。 
⑥⺠間救急⾞については、⾞両設備と共
に、救急救命処置が実施できるための資
機材の積載、オンライン MC 体制に対応
できるための通信設備を確保する。 
 本会議で合意した事項の詳細は、分担
研究「消防機関以外に属する救急救命⼠
の患者搬送業務における MC 協議会の役
割及び救急救命処置範囲に関する研究」
において解説する。 
２．消防救急⾞の代替搬送⼿段における
病院救急⾞活⽤に係る検討会議 
 病院救急⾞を保有する病院側の負担要
因として、①患者搬送中の事故やトラブ
ル時の責任の所在が曖昧、②搬送業務に

対する医師、看護師の負担増、③病院救
急⾞専⽤の運転⼿の確保、④病院救急⾞
の整備及び積載資機材に係る費⽤、⑤病
院救急⾞活⽤に対する診療報酬上のメリ
ットについて協議した。 
①患者搬送中の事故やトラブルは、現状
では病院救急⾞を保有する医療機関の責
任となる。試験運⽤の対象患者は、他の
場所から⾃院へ受診⼜は⼊院する患者、
⾃院から他の場所へ転院する患者に限定
した。また、搬送元は搬送患者の緊急度
が⼗分把握できる普段から密に連携して
いる介護施設や診療所とした。 
②緊急度の低い患者、病状の安定してい
る患者は病院救命⼠のみが搭乗して搬送
可能であり、搬送業務への医師、看護師
出務の負担を軽減できる。 
③運転⼿確保は、難しい問題であるが、
病院救命⼠２名体制で搬送業務を⾏える
病院では１⼈が運転業務を兼任できる。 
④⾞両整備及び積載資機材に係る費⽤
は、病院負担であるため、搬送業務に掛
かる諸経費を⽀援する体制が必要であ
る。 
⑤現状の診療報酬加算は、病院救命⼠が
病院救急⾞に搭乗し、⾃院以外の他の場
所から⾃院⼜は他の場所へ患者搬送を⾏
った場合（⾃院からの転院搬送は対象
外）、当該救命⼠に必要な指⽰を出した医
師が属する医療機関は、搬送１回につき
救急救命管理料 500 点が算定できる。  
 今後は、消防救急⾞の搬送受⼊れでは
評価されている看護必要度を、病院救急
⾞による搬送受⼊れでも評価されること
を希望する意⾒が多かった。 
 
Ｄ．考察 
 地域包括ケアシステムにおいて、⾼齢
急病者が住み慣れた家の近くの病院、診
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療所、介護施設で医療や介護が受けられ
る体制作りは重要な課題である。本研究
では、急を要さない、緊急度の低い患者
⼜は独居⽣活で受診⼿段がない急病者等
対して、消防救急⾞に代わる搬送⼿段と
して、救急救命⼠が搭乗した病院救急⾞
による患者搬送システムに関する検討を
⾏った。⼀般の介護、福祉タクシーで搬
送する⾮緊急患者とは異なり、低緊急患
者を病院救急⾞で搬送する際は、急変時
に迅速に対応できるセーフティネットが
必要である。その⼀役を担うのが、病院
救急⾞に搭乗して患者搬送業務を⾏う病
院救命⼠である。病院救命⼠を活⽤する
意義は⼤きく、働き⽅改⾰の⼀環とし
て、医師・看護師の負担軽減、消防救急
⾞の搬送件数抑制による救急隊員の負担
軽減において有⽤である。⼀⽅で、当該
救命⼠が搬送中患者の観察やバイタル測
定、病態変化に対応する救急救命処置を
オンライン MC 下で⾏える体制の整備は
いまだ不⼗分である。 
 本研究では、消防機関以外に属する救
急救命⼠活動に係る課題を検討し、地域
MC 協議会のもとで、患者搬送中に適切
な救急救命処置が実施できる環境を整備
した。また、病院救命⼠が搭乗する病院
救急⾞の安全性を検証する⽬的で、北九
州市内において実証検証を⾏った。詳細
は分担研究で報告されている。 

 今後も検討すべき課題は残っている
が、病院救命⼠が搭乗する病院救急⾞
は、消防救急⾞の代替搬送⼿段の⼀つと
して有⽤である。 
 
Ｅ．結語 
 消防救急⾞の代替搬送⼿段として、病
院救急⾞の活⽤における課題と解決策に
ついて検討した。また、北九州地域 MC
協議会において、消防機関以外に属する
救急救命⼠の患者搬送業務における MC
体制を構築した。今後、緊急度の低い患
者の転院搬送等においては、病院救命⼠
が搭乗する病院救急⾞の積極的な活⽤が
全国において普及することを期待する。 
 
Ｆ．引⽤⽂献 
１）平成 30 年版救急救助の現況Ⅰ救急編 
https://www.fdma.go.jp/publication/resc
ue/items/kkkg_h30_01_kyukyu.pdf 
 
Ｇ．利益相反 
利益相反に関する事項なし 
 
Ｈ．発表 
発表なし 
 
Ｉ．知的財産の出願・登録状況 
特になし

 
（謝辞）検討会議にご参加頂き、ご協⼒頂きました⽅々へ、御礼申し上げます  
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別紙資料 

 各検討会議委員からでた具体的な質問・疑問に対する関係者間の協議結果と解決策に
向けた意⾒、合意内容等を掲載する 
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平成 30 年度厚⽣労働⾏政推進調査事業費補助⾦（厚⽣労働科学特別研究事業）研究 
「消防救急⾞の代替搬送⼿段における病院救急⾞の活⽤に資する研究」 
研究代表者 伊藤 重彦  北九州市⽴⼋幡病院 救命救急センター 

 
分担研究報告書 

転院搬送に病院救急車を活用するための課題の抽出と解決策の検討	

(研究分担者)		 辻	 友篤			東海大学医学部外科学系救命救急医学	 講師	

北小屋	 裕	京都橘大学	 救急救命学科	 助教	

	

要旨	

(目的)超高齢社会に伴い、救急搬送件数が増加している。消防救急車の活動は救急

現場からの搬送のみならず、病院間の搬送にも活用されており、病院間の転院搬送

の数も多い。その中には決して適切な利用とはいえないものもあり、本来の救急業

務に支障が出てくる恐れがある。転院搬送の実態から、転院搬送における病院救急

車活用の課題と解決策、今後について研究する	

(方法)1.全国の政令指定都市の消防本部に対し、転院搬送の現状、消防機関と関係

機関との協議の進捗と解決策に関する事項、についてのアンケートを実施した。	 	

2.医療機関の救急担当医師へ病院救急車による転院搬送の現状と課題、解決策につ

いて意見聴取を実施した。	

(結果)少なからず緊急性の低い患者の転院搬送が依然としてあった。また半数近く

は医師・看護師の同乗がない状況で、転院搬送が行われていた。協議会や検討会の

開催は 58.8％にとどまるものの、ルールの策定は 76.5％、転院搬送依頼書の運用は

70％が行われていた。いまだ対応が十分ではない地域があり、地域間の差を認めた。

医療機関側としては、病院救急車を有していても実運用がなされておらず、その理

由として①人材の確保、②費用負担、③責任問題、が挙げられた。	

(考察)病院救急車の活用には行政による経済的・教育的支援が必要である。まず法

的な医療機関や救急医療機関等での病院救急車の運用に関する指針づくりが必要で

ある。また病院救急車であっても消防救急車への同乗であっても搬送中に医師・看

護師が同乗することは一時的に搬送元病院内の医療スタッフの削減につながること

から転院搬送は搬送元医療機関の責任であることを前提に、医師・看護師の同乗が

地域の救急医療体制に影響を及ぼす可能性がある場合は、重症度や医療介入度の低

い患者の転院搬送にあたっては、院内救命士の活用なども検討するべきと思われる。	

(結論)転院搬送における救急車の適正利用のガイドラインへの対応はまだ地域差が

あり、地域内でさらなる検討が必要である一方で、病院救急車の活用を推進するた

めには行政による制度構築、経済的・教育的支援が必要である。	

 
Ａ．研究目的 
超高齢社会に伴い、救急搬送件数が

増加している。消防救急車の活動は、

救急現場からの搬送のみならず、病院

間の搬送にも活用されており、その中

には決して適切な利用とはいえないも
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のもある。そのため本来の救急業務に

支障が出てくる恐れがあることから、

総務省消防庁と厚生労働省は、転院搬

送における消防救急車の適正利用を求

め、平成28年3月31日に通知を発出した

（消防救第34号、医政発0331第48号平

成28年3月31日通知）。H27年中の福岡

県の消防救急車による総搬送件数に占

める転院搬送件数は9.4％で、うち傷病

程度軽症例6%、医師が同乗しなかった

搬送例24%である。このような事案は病

院救急車による代替搬送が可能といえ

る。全国の政令指定都市消防本部にお

ける転院搬送の実態から、転院搬送に

おける病院救急車活用の課題と解決策、

今後について研究する。また地域医療

機関の医師との協議おいて、救急病院

から見た課題について言及する。	

	

Ｂ．研究方法	

以下の2つの項目について検討を行

った。	

1.全国の政令指定都市の消防本部に対

し、Ⅰ．各地域における転院搬送の現

状に関する事項、Ⅱ．消防機関と関係

機関との協議の進捗と解決策に関する

事項、についてのアンケート（資料１）

を実施した。	

2.神奈川県湘南地区の救命救急センタ

ー、地域医療支援病院、その他の二次

救急医療機関の救急担当医師と病院救

急車による転院搬送の現状と課題、解

決策について意見聴取を行った。	

	

Ｃ．研究結果	

1.消防本部へのアンケートについて	

政令指定都市の20消防本部に対して

アンケートを実施し、17消防本部から

回答（回答率85％）を得た。	

回答が得られた消防本部の背景につ

いて表１に示す。各消防本部が所有す

る車両台数の平均は46.4台（中央値:

	 29、最大:259、最小:18）であった。

転院搬送件数は平均8,021件（中央値：

5,472、最大:44,647、最小:2,447）、

車両あたりの転院搬送数は172.3件（中

央値:172.4、最大:252.2、最小:114.6）

であった。医師・看護師を同乗した搬

送割合は平均47.6％、病院職員の同乗

はほとんどの消防でデータがなかった

が、病院職員を加えても47.9％、同乗

なしは48.8％であった（図１）。搬送

した患者の重症度は、重症が14.8％、

中等症が76.9％、軽症が8.0％、その他

が0.1％と中等症の患者が最も多かっ

た（図２）。搬送理由については、専

門医療機関転送が最も多かったが、緊

急性に乏しい転送も平均4％程度認め

た（図3）。搬送中の救急救命処置につ

いては、データがなかった２消防を除

いてはほとんど行われていた（図4）。

救急救命処置の内容については、血圧

測定（71.6％）や血中酸素飽和度測定

（75.8％）、酸素吸入（75.8％）が多

く実施されている一方、特定行為につ

いては少なかった（表2）。	 転院搬送

適正化に向けた消防機関と関係機関と

の協議・検討会等開催されている地域

は10（55.8％）、開催されていない地

域は7（41.2％）と半数以上が開催され

ていた（図5）。転院搬送依頼書の運用

状況については、管轄地域全体で運用

中は10消防（58.8％）、一部医療機関

と個別に調整し運用しているのは2消

防（11.8％）、運用予定で検討中であ

るのは1消防（5.9％）、今のところ運

用予定なしなのは4消防（23.5％）で多

くの地域で依頼書が運用されていた

（図6）。転院搬送に関するルールを定

めているかについてはすでにルールが
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定められいる箇所は13（76.5％）、策

定の予定がない4（23.5％）であった（図

7）。病院救急車の活用が進まない問題

点については消防側として答える立場

ではないという意見がある一方、病院

側の経費や人的負担を指摘する意見が

あった。病院救急車の活用を促進する

ための解決法には、行政からの指導を

期待する声や補助金・予算の確保、民

間搬送事業者の活用などの意見が挙げ

られた。	

	

２．医療機関による転院搬送の現状と

課題解決策について	

救命救急センター（1）、救命救急セ

ンターかつ地域医療支援病院（3）、地

域医療支援病院（2）、二次救急医療機

関（1）の計７施設の救急担当者に対し、

各医療機関による転院搬送の現状と課

題解決策について意見聴取を行った。

質問の内容の概要については以下に示

す。	

・病院救急車を有しているか、その活

動状況は、費用は発生するのか	

・転院搬送時の医師・看護師の同乗に

ついて	

・病院救急車の活用に対する課題	

いずれの医療機関においても病院救

急車は所有していた。しかし１医療機

関（救命救急センター）を除く医療機

関では病院救急車は実運用がなされて

いなかった。具体的な病院救急車の活

用としては	

・ ドクターカー的運用	
・ 状態の落ち着いた患者の転院搬送
に活用	

・ 民間救急車の代金が払うことので
きない患者がいる際に活用	

・ DMAT訓練で活用	
であった。いずれの医療機関において

もすべての施設で費用は発生していな

かった。病院救急車を積極的に活用し

ている医療機関では搬送のため運転手

を確保しており（日中２名常勤、夜間

オンコール）、	

・ 病院救急車を2台保有し、搬送する
場合は必ず医師を同乗させる	

・ 病院救急車が使えないときに消防
救急車を要請し必ず医師同乗する	

とルールを策定しなるべく病院救急車

で対応する努力をしていた。	

消防に転院搬送を依頼する際の医師

の同乗は重症患者については極力同乗

するが、状態の安定していない患者に

ついては同乗していない施設がほとん

どであった。その理由として、	

・ 救急に携わる医師が少なく、救急
車に同乗することで新たな救急患

者を受け入れることができなくな

る	

ことが意見として挙がった。	

病院救急車の活用が進まない課題と

して意見が上がったのは、	

・ 運転手を確保し続けることが困
難である。	

・ 救命救急センターにはドクター
カーの運転手確保や整備の補助

金があるが、救命救急センターで

あっても公的医療機関や二次救

急医療機関には予算はない。	

・ 病院救急車の活用のノウハウが
なく、使用方法、操作方法、メン

テナンスに精通したものがいな

い。	

・ 救急搬送診療料は医師が同乗し
て搬送する場合には算定できる

が、医師が同乗しないと算定はで

きず、医師も不足していることか

ら同乗しない搬送が増えると病

院側の負担が大きい。	
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・ 事故の補償など責任問題もある。	
等が声が挙がった。	

	

Ｄ．考察	

転院搬送における救急車の適正利用

の推進について（消防救第34号、医政

発0331第48号平成28年3月31日通知）で

は、転院搬送における救急車の適正利

用のため関係機関間で合意形成をおこ

ない、都道府県が技術的支援のもとガ

イドラインを策定し地域の実情に応じ

ルール化することを促している。ガイ

ドラインでは、消防機関が担う傷病者

を①緊急性のあるもの、②専門医療等

の必要性のあるものとし、要請元医療

機関があらかじめ転院する医療機関を

決定し受入れの了解を得ておくこと、

原則として要請元医療機関の医師又は

看護師が同乗すること、転院搬送依頼

書を作成すること、とされている。	

	 今回の調査では重症度では一概に判

断はできないが、少なからず緊急性が

低い患者の転院搬送が依然としてある

ことが分かった。また半数近くは医

師・看護師の同乗がないまま転院搬送

に至っていることが分かった。協議会

や検討会は58.8％にとどまるものの、

ルール策定自体は76.5％、転院搬送依

頼書の運用については70％あった。い

まだ対応が十分ではない地域があり、

地域間の差が認められ、今後転院搬送

の適正な利用については改善の余地は

あるものと考えられる。	

	 また、病院救急車を有していても、

医療機関ではあまり活用できていない

現状がある。この原因としては、①人

材の確保、②費用負担、③責任問題、

が挙げられる。診療報酬が限定的であ

るうえに、補助金等による費用的支援

がほとんどないのが大きい。そのため

行政による経済的・教育的支援が必要

である。地域医療支援病院には法的に

搬送車を確保することが求められてい

るが、運用体制までは求められていな

い。より利活用するためには、これら

法的な医療機関や救急医療機関等での

病院救急車の運用に関する指針づくり

が必要である。	

	 また病院救急車であっても消防救急

車への同乗であっても搬送中に医師・

看護師が同乗することは一時的に搬送

元病院内の医療スタッフの削減につな

がる。転院搬送は搬送元医療機関の責

任であることを前提に、医師・看護師

の同乗が地域の救急医療体制に影響を

及ぼす可能性がある場合は、重症度や

医療介入度の低い患者の転院搬送にあ

たっては、院内救命士の活用なども検

討するべきと思われる。	

	

Ｅ．結語	

消防側及び医療機関側から転院搬送

における現状及び病院救急車の活用状

況についてアンケート及び聞き取り調

査を実施した。転院搬送における救急

車の適正利用のガイドラインへの対応

はまだ地域差があり、地域内でさらな

る検討が必要である一方で、病院救急

車を活用を推進するためには行政によ

る制度の構築、経済的・教育的支援が

必要である。	
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表１．背景	

	

	

	
	

	 図１．転院搬送時同乗の有無	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
図２．重症度	
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	 	 	 	 図3.搬送理由	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

図4.救急救命処置の有無	
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表2.救急救命処置の詳細	
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図5.協議会・検討会の有無	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	 	 図6.依頼書の有無	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	 	 図7.ルール策定の有無	
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58

199

救急救命士雇用医療機関

救急救命士非雇用機関

図1-1医療機関における救急救命士の雇用状況 
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図1-2 病院全体における病院救命士の雇用人数 

図1-3 雇用している病院救命士のおもな所属、部署 
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図1-4 病院救命士の主な業務内容（複数回答） 

 
 
図1-5 病院救命士の患者等搬送業務の内容 

 
 
図1-6 病院救命士に対するメディカルコントロール（MC）体制 
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図1-7 病院救命士の救急救命処置範囲・手順等について 

図1-8 現在の時間外の救急外来看護師数の状況について 

 
 
図1-9 現在の看護師数にプラスされて病院救命士が配置された場合、救急外来業務等において、現場の
医師、看護師等の負担軽減になるか 
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図1-10 病院救命士に対して、他の職種の評価について 
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図1-11 病院救命士が院内で救急救命処置を行うこ について 
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図1-12 緊急度の低い、病状の安定している患者搬送において、医師、看護師に代わり、病院救命士のみ
で病院救急車に搭乗し、搬送することについて 

 
図2-1 現在の時間外の救急外来看護師数の充実度について 

 
図2－2 救急外来業務、患者搬送業務を補助するため、病院救命士を雇用することについて 
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図2-3 現在の看護師数にプラスされて病院救命士が配置された場合、救急外来業務等において、 
現場の医師、看護師等の負担軽減について 
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図2-4 病院救命士が病院内で救急救命処置を行う事に賛成ですか 
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図2-5 病院救命士の院内業務として、どのような業務を補助または実施できることに期待されますか。 

 
図2-6 緊急度の低い、病状の安定している患者搬送において、医師、看護師に代わり、病院救命士のみ
で病院救急車に搭乗し、患者搬送することについて 

92
124
139

126
65

129
138
142

100
167

99
122

160
165

95
84

165
129
121
137

109
10

0 50 100 150 200

一般患者からの電話対応
救急車からの電話対応
救急外来でのトリアージ

問診・病歴聴取
看護記録の記載
更衣の介助
検査誘導

点滴ルート作成
検体の取り扱い

転院搬送の付き添い
救急外来の清掃

ドクターカーや救急車の清掃等
救急車載医療資機材の点検整備
院内での患者の移送や移動
医療器具・医薬品の在庫管理
病棟等での看護ケアの補助
バイタルサイン・チェック

静脈路確保
CPA時の気道確保・気管挿管

CPA時の胸骨圧迫
CPA時の除細動

薬剤投与（アドレナリン）

���

��

 

� 

�  

�� 

�  

�� ��
��� ��

-53-





 58 

平成 30 年度 厚⽣労働⾏政推進調査事業費補助⾦（厚⽣労働科学特別研究事業）研究 
「消防救急⾞の代替搬送⼿段における病院救急⾞の活⽤に資する研究」 

研究代表者 伊藤 重彦 北九州市⽴⼋幡病院 救命救急センター 
 

分担研究報告書 
消防機関以外に属する救急救命⼠の患者等搬送業務におけるメディカルコント
ロール（MC）体制及び救急救命処置範囲に関する研究 
 
(研究分担者) 伊藤 重彦 北九州市⽴⼋幡病院 院⻑ 救命救急センター統括 

北⼩屋 裕 京都橘⼤学 救急救命学科	助教 
（研究協⼒者） 森川 博司 ⼀般財団法⼈ 救急振興財団 救急救命九州研修所 所⻑ 
        桶舎 典哲 ⾸都⼤学東京 法学部 教授 

佐藤 英博 ⼾畑共⽴病院 副院⻑ 救急総合診療部⻑   
酒井 賢⼀郎 JCHO 九州病院 総合診療部⻑  
⽵中ゆかり ⼀般財団法⼈ 救急振興財団 救急救命九州研修所 教授 
⽥邉 晴⼭ ⼀般財団法⼈ 救急振興財団 救急救命東京研修所 教授 
 

要旨 
（⽬的）消防機関以外に属する救急救命⼠の患者搬送業務における、メディカルコン

トロール（MC）体制及び現場及び搭乗中の⾞内で実施する救急救命処置範囲に関する
研究を⾏った。（⽅法）病院に属する救急救命⼠（以下、病院救命⼠）が搭乗する病院
救急⾞、⺠間事業所に属する救急救命⼠（以下、⺠間救命⼠）が搭乗する⺠間救急⾞に
よる患者搬送業務の安全性を確保するため、オンライン MC 下の救急救命処置の実施
及び処置⾏為等技術⼒を維持するための再研修制度について、関係者間で協議した。 
（結果）北九州地域 MC 協議会の協⼒のもと、病院救命⼠、⺠間救命⼠の患者搬送業

務における活動要綱、研修要綱を策定した。また、地域 MC 協議会が認定する救急救
命⼠（以下、MC 認定救命⼠）制度を導⼊し、再研修制度、患者等搬送⾞両の条件等を
策定した。（結語）消防救急⾞の代替搬送⼿段として、患者等搬送⾞に搭乗する消防機
関以外の救急救命⼠に対する MC 体制を確⽴した。 
 
 
Ａ．背景と⽬的 
 超⾼齢社会において、消防機関による
救急搬送件数は毎年増加している。救急
需要に応じた消防救急⾞の増強が様々な
理由で困難な状況下では、低緊急⼜は⾮
緊急患者の搬送においては、消防救急⾞
に代わる搬送⼿段の確保が必要である。
⼀⽅、低緊急患者においても、⼀定程度
の医学的管理が必要となる場合がある以

上、現場及び患者搬送中の⾞内活動にお
ける患者観察やバイタル測定、急変時の
迅速な対応が実施できるように、医療従
事者が搭乗する搬送形態が望ましい。  
 このような観点から、緊急度は低いが
医学的管理が必要な患者を対象として、
消防救急⾞以外の代替搬送⼿段として、
消防機関以外の救急救命⼠が搭乗する患
者等搬送⾞の運⽤について検討した。 
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Ｂ．対象・⽅法 
 厚⽣労働⼤⾂が認定する消防機関以外
の救急救命⼠として、病院救命⼠及び⺠
間救命⼠を対象とした。患者等搬送⾞両
として、病院が保有する病院救急⾞、⺠
間事業所が保有する⺠間救急⾞を対象と
した。消防救急⾞の代替搬送⼿段とし
て、病院救命⼠が搭乗する病院救急⾞、
⺠間救命⼠が搭乗する⺠間救急⾞の運⽤
に際して、分担研究「転院搬送における
病院救急⾞の積極的活⽤に係る課題抽出
と解決策に関する研究」の協議結果に基
づき、当該救命⼠の患者搬送業務におけ
る安全性を確保するための活動要綱、研
修要綱を策定した。 
 ただし、病院救命⼠、⺠間救命⼠が現
場及び患者搬送中の⾞内において実施す
る救急救命処置範囲や MC 体制はいまだ
確⽴されていないことから、救急救命処
置範囲や実施規範・要綱については、所
管する厚⽣労働省と協議した。また、本
研究で病院救命⼠が搭乗する病院救急⾞
の試験運⽤に際して、オンライン MC 体
制下の患者搬送、救急救命処置実施事案
の事後検証、試験運⽤に参加する病院救
命⼠の再研修体制の整備については、北
九州地域救急業務メディカルコントロー
ル協議会（以下、北九州地域 MC 協議
会）と協議した。 
 
Ｃ．結果 
１．北九州地域 MC 協議会設置要綱変更 
北九州地域 MC 協議会では、消防救命⼠ 
を含む救急隊員の救急業務及び患者搬送 
に係る課題を協議・検討するため、北九州 
地域 MC 協議会設置要領を定め、複数の 
検討委員会を設置している。今回、病院救 
命⼠、⺠間救命⼠のすべての業務について 
協議を⾏う新たな委員会「患者搬送に係る 
救急救命⼠に関する検討委員会」を設置し 
た。主な協議内容を表１に挙げる。 
 

 表１．消防機関以外に属する救急救命⼠ 
 の患者搬送活動に係る協議事項 
 
 
 
 
 
 
２．患者搬送に係る救急救命⼠の活動要
綱の策定（別紙１） 
 救急救命処置が実施可能な医療資機材
を積載した病院救急⾞⼜は⺠間事業所所
有の患者等搬送⾞による患者搬送業務に
おいて、現場及び搭乗搬送中に消防救命
⼠以外の救急救命⼠が実施できる救急救
命処置範囲に係る活動要綱を策定した。
本要綱において、地域 MC 協議会が認定
する消防救命⼠以外の救急救命⼠（以
下、MC 協議会認定救命⼠）の資格条件
を整備し、2 年おきの資格更新制度を導
⼊した。病院救命⼠、⺠間救命⼠が消防
救命⼠と同等の救急救命処置を⾏うため
に整備すべき条件を表２に⽰す。 
 
 表２．患者搬送業務における病院救命⼠、 
 ⺠間救命⼠の救急救命処置実施の条件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１）病院救命⼠、⺠間救命⼠の実施可能
な救急救命処置範囲（図１） 
 救急救命⼠が現場及び患者搬送中の⾞
内で実施できる救急救命処置には、（１）
医師の具体的指⽰下の実施が規定されて
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いる特定⾏為、（２）医師の包括的指⽰下
に実施できる精神科、⼩児科、産婦⼈科
領域の処置、（３）消防救命⼠以外の救急
隊員が実施できる応急処置がある。 
 CPA ⼜は緊急度の⾼い傷病者の搬送を
⾏う消防救命⼠と異なり、病院救命⼠や
⺠間救命⼠の搬送対象は、低緊急⼜は病
状が安定した患者で、搬送先も予め決ま
っている。そのため、消防救命⼠の実施
可能な救急救命処置範囲から、特定⾏為
及び精神科、産婦⼈科、⼩児科領域の処
置を除外した。また、今回の研究は全国
で初めて、消防機関以外に属する救急救
命⼠が実施できる救急救命処置範囲を地
域 MC 協議会で定め、オンライン MC に
よる患者搬送業務を実際に試験運⽤する
ことから、実施できる処置範囲をさらに
限定した。試験運⽤事案のすべてに事後
検証を⾏い安全性が確認されれば、特定
⾏為以外を除いた救急救命処置範囲を広
げる予定である。 
２）病院救命⼠、⺠間救命⼠が搭乗する
患者等搬送⾞両の設備要件の策定 

MC 協議会認定救命⼠が搭乗し搬送活
動する患者等搬送⾞の条件を認定様式１
のように定めた。 

とくに、⺠間救急⾞においては、 MC
協議会が⽰す救急救命処置が⾏える医療
資機材を積載していること、MC 医師の
指⽰・指導・助⾔が得られる（オンライ
ン MC）通信機器を積載していることを
条件とした。なお、病院救急⾞も同程度
の医療資機材と通信機器を積載している
こととした。 
３）搬送記録・救急救命処置録 
 試験運⽤を⾏う地域で統⼀した病院救
命⼠、⺠間救命⼠の患者搬送業務におけ
る搬送記録、救急救命処置録（認定様式
２）を作成した。 
救急救命処置録及び搬送記録に必要な項
⽬を表３に⽰す。 
 
 

表３．搬送記録・救急救命処置録の項⽬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．患者搬送に係る救急救命⼠の研修実
施要綱（別紙２） 
 本研究において、病院救命⼠や⺠間救
命⼠が実施できる救急救命処置範囲は、
消防機関に属する救急救命⼠（以下、消
防救命⼠）を除く⼀般消防職員の応急処
置範囲と同程度である。おもな搬送業務
が低緊急⼜は⾮緊急患者の転院搬送であ
るため、年間に履修すべき再研修時間
は、特定⾏為を⾏う消防救命⼠に国が定
めた 128 時間の約半分の 60 時間以上と
した。また、技術⼒、観察⼒の確認と評
価を⼗分⾏うため、認定資格の新規申請
⼜は更新時に MC 協議会が主催する研修
会での座学と実技指導（12 時間）を受け
ることを必修とし、研修終了時の筆記試
験を⾏うこととした。なお、分担研究
「北九州地域における病院救命⼠が搭乗
する病院救急⾞による患者搬送業務の試
験運⽤」で報告されているように、本研
究では北九州市内３病院の病院救命⼠ 14
名と⺠間救命⼠１名が別紙資料２に基づ
いて、研修を修了し、MC 協議会認定救
命⼠として、病院救急⾞の試験運⽤に参
加した。また、患者搬送に係る救急救命
⼠の活動要綱及び患者搬送に係る救急救
命⼠の研修実施要綱については、平成 30
年度第 2 回北九州地域 MC 協議会におい
て承認された。 
 
Ｄ．考察 
 本来、消防救命⼠も病院救命⼠、⺠間
救命⼠も、地域 MC 協議会によるオンラ
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イン及びオフライン MC 体制が整備され
た状況下においては、救急救命⼠資格者
として、実施可能な救急救命処置範囲は
同じはずある。しかしながら、現状にお
いては、病院救命⼠、⺠間救命⼠の患者
搬送業務に対する MC 医師による指導・
助⾔体制が確⽴されていないこと、処置
内容の質を維持するための病院実習等再
研修体制がないことが課題であった。 
また、病院救命⼠の⾏う救急救命処置範
囲を病院独⾃のルールで定めている、い
わゆる病院 MC 体制は、救急救命⼠法の
観点からも問題視されてきた。消防救命
⼠以外の救急救命⼠が搭乗する患者搬送
業務について、地域 MC 協議会が主体と
なる新たな MC 体制が必要な時期に来て
いると考えられる。 
 
Ｅ．結語 
 消防救急⾞の代替え搬送⼿段として、
地域 MC 協議会が認定する消防救命⼠以
外の救急救命⼠が搭乗する患者搬送シス
テムを、全国ではじめて構築した。新た

な搬送⼿段は、転院搬送等において、病
院救急⾞や⺠間救急⾞を積極的に活⽤し
た、「緊急⾛⾏しない緩やかな患者搬送
システム」である。 
本研究成果として、今後は、低緊急患者
を対象に、病院救命⼠や⺠間救命⼠が搭
乗する患者等搬送⾞の活⽤が全国普及し
ていくことに期待する。 
 
Ｆ．利益相反 
利益相反に関する事項なし。 
 
Ｇ．研究発表 
発表なし 
（謝辞） 
消防機関以外の救急救命⼠が実施可能な
救急救命処置範囲の研究にご協⼒頂い
た、北九州地域 MC 協議会委員の⽅々、
及び学識経験者の⽅々に⼼より感謝申し
上げます。 
 
Ｈ．知的財産の出願・登録状況 
 特になし 
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図１．消防機関以外の救急救命⼠が実施可能な救急救命処置範囲 
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患者搬送に係る救急救命⼠の活動要綱 
１．はじめに 
 超⾼齢社会において、消防機関による救急搬送件数は毎年増加している。当北九州地
域においても同様である。救急需要に応じた消防機関の救急⾞（以下、「消防救急⾞」
という。）の増強が様々な理由で困難な状況下では、緊急度が低い患者搬送について
は、 患者等搬送⾞⼜は病院が管理する救急⾞（以下、「病院救急⾞」という。）の活
⽤促進が望まれる。⼀⽅で、緊急度が低いが、⼀定程度の医学的管理が必要な患者に対
しては、医学的管理の質が担保された上での搬送が必要である。  
 このようなことに鑑み、緊急度が低いが医学的管理が必要な患者を対象に、消防救急
⾞以外の代替⽅法による患者搬送業務を適切に⾏うに際して必要な事項を次のように定
める。 
 
２．要綱の対象とする患者等搬送業務 
 次のすべてを満たす搬送業務を対象とする。 
  ① 緊急度が低いが、医学的管理が必要な患者を対象とするもの 
  ② 救急救命⼠の有資格者が搬送に搭乗するもの 
  ③ 北九州地域内の医療機関から出発するもの 
  ④ 患者等搬送⾞⼜は、病院救急⾞を使っておこなわれるもの 
 
３．MC 協議会が認定する救急救命⼠（以下、「MC 協議会認定救命⼠」という。）
の資格要件と認定等 
（１）MC 協議会認定救命⼠の資格要件 
 MC 協議会認定救命⼠の資格要件を以下のように定める。 
 ① 救急救命⼠資格を有する 
 ② MC 協議会が実施する新規⼜は更新研修を受講している（別紙 2 参照） 
 ③ 搭乗業務を⾏う患者等搬送⾞が所定の要件を満たしている 
 ④ 救急救命⼠資格取得後、病院の救急外来業務等１年以上の経験がある、⼜は消防
機関の救急隊員として１年以上の現場活動の経験があることが望ましい 
（２）MC 協議会認定救命⼠の申請・登録・更新 
 ① MC 協議会認定救命⼠は、北九州地域 MC 協議会設置要綱第２条第４項に基づ
き、患者搬送に係る救急救命⼠に関する検討委員会で審議・認定される。 
 ② 上記委員会で認定された救急救命⼠は、北九州地域 MC 協議会の報告を経て登録
される。 
 ③ 北九州地域 MC 協議会は、MC 協議会認定救命⼠に認定証を交付する。 
 ④ 認定期間は２年間で、２年を超えない時期において更新申請が必要である。 
 
４．MC 協議会認定救命⼠の救急救命処置の範囲 
 MC 協議会が認定する⾞両要件を満たす患者等搬送⾞の搭乗業務（現場及び患者搬送
中の⾞内活動）において、MC 協議会認定救命⼠が、実施できる救急救命処置範囲を以
下のように定める。なお、MC 協議会認定救命⼠には、病院・診療所に属する救急救命
⼠（以下、「病院救命⼠」という。）と⺠間事業所に属する救急救命⼠（以下、「⺠間救
命⼠」という。）があるが、実施できる救急救命処置範囲は同じとする。また、救急救
命処置は医師の包括的指⽰下で実施できるが、活動中に医学的管理の判断に迷った場合
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などは、オンラインメディカルコントロールを担当する医師（以下、「MC 医師」とい
う。）に連絡をとり、指⽰・指導・助⾔を得る。 
 
［北九州地域 MC 協議会が定める MC 協議会認定救命⼠が実施できる救急救命処置］ 
 ・必要な体位の維持、安静の維持、保温 
  ・体温・脈拍・呼吸数・意識状態・顔⾊の観察［注１］ 

 ・パルスオキシメーターによる⾎中酸素飽和度の測定［注 2］ 
  ・⾎圧計の使⽤による⾎圧の測定 
  ・聴診器の使⽤による⼼⾳・呼吸⾳の聴取 

 ・⼼電計の使⽤による⼼拍数の観察及び⼼電図転送 
 ・圧迫⽌⾎ 
 ・⾻折の固定 
 ・ハイムリック及び背部叩打法による異物の除去 
    ・鉗⼦・吸引器による咽頭・声⾨上部の異物の除去 
 ・⽤⼿法による気道確保 
  ・呼気吹き込み法による⼈⼯呼吸 
  ・胸⾻圧迫 
  ・⼝腔内の吸引 
  ・酸素吸⼊器による酸素投与［注３］ 
  ・バッグマスクによる⼈⼯呼吸 
  ・⾃動体外式除細動器による除細動 
 ・特定在宅療法継続中の傷病者の処置の維持  
［注１］体温の観察は、⽿式体温計⼜は腋窩体温計による測定、脈拍の観察は橈⾻動脈の

脈触知による測定、意識状態は JCS で評価する。 
［注２］何らかの呼吸症状を有する患者搬送では、パルスオキシメーターによる酸飽和度
を測定する。予め搬送元医師から指⽰された酸素濃度で酸素投与しながら搬送する患者
に対してもパルスオキシメーターによる酸素飽和度を測定する。 
［注３］酸素投与器具の装着（⿐腔カニューレ、フェイスマスク）、酸素ボンベの取り扱い
（残量確認、設置・接続・流量計操作）、予め搬送元医師から指⽰された酸素濃度で酸
素投与しながら搬送する場合を含む。 
 
５．MC 協議会が認定する患者等搬送⾞の要件（認定様式１） 

MC 協議会認定救命⼠が搭乗し活動する患者等搬送⾞は、以下の条件を有することと
する。なお、病院救急⾞においても同程度の医療資機材と通信機器を⾞載していること
とする。 
 ① MC 協議会が⽰す救急救命処置が⾏える医療資機材を積載していること 
 ② MC 医師の指⽰・指導・助⾔が得られるオンライン MC ⽤の通信機器を積載して
いること 
 
６．MC 協議会認定救命⼠活動における MC 体制の確保 
 ① 現場、患者搬送中の緊急事態の発⽣、患者の病状変化に対する医学的判断に迷っ
た場合に、MC 医師による指⽰・指導・助⾔が速やかに得られる体制を整備する。 
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② 救急救命処置を⾏った場合は、MC 協議会認定救命⼠⽤の活動記録票（認定様式
２）に実施内容の詳細を記録する。また、活動記録票は、病院救命⼠は組織において 5
年間、⺠間救命⼠は救急救命⼠において 5 年間保存する。 
 ③ 救急救命処置を⾏った活動記録票は、MC 医師による事後検証を受ける。 
 ④ MC 協議会認定救命⼠は、MC 協議会が実施する再研修を２年毎に受講するこ
と。 
付則 
この要綱は平成○年○⽉○⽇から施⾏する 
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認定様式１ 
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認定様式２-2 
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北九州地域 MC 協議会 患者搬送に係る救急救命⼠の研修実施要綱 
 
１．はじめに 
 北九州地域救急業務メディカルコントロール（以下、「MC」という。）協議会は、
救急救命処置が実施可能な医療資機材を積載した病院が管理する救急⾞（以下、「病院
救急⾞」という。）⼜は⺠間事業所所有の患者等搬送⾞による患者搬送業務において、
MC 協議会が認定する救急救命⼠（以下、「MC 協議会認定救命⼠」という。）が現
場及び搭乗搬送中に実施できる救急救命処置範囲を「患者搬送に係る救急救命⼠の活動
要綱」において定めた。そこで、北九州地域 MC 協議会が実施責任者となり、患者搬
送業務における安全性と救急救命処置の質を確保するため、MC 協議会認定救命⼠に対
する研修体制を整備する。 
 
２．研修⽬的 
 本研修は、MC 協議会認定救命⼠の患者等搬送⾞への搭乗業務（現場及び患者搬送中
の⾞内活動）において、搬送中の安全確保と病状変化に応じた適切な救急救命処置が実
施できるように、病態観察及び救急救命処置の質向上を⽬的として実施する。 
 
３．研修内容 
 MC 協議会認定救命⼠には、病院に属する救急救命⼠（以下、病院救命⼠」とい
う。）と⺠間事業所に属する救急救命⼠（以下、「⺠間救命⼠」という。）があるが、
新規⼜は更新申請時に必要な研修内容は同じで、研修時間は６０時間/２年間とする。
研修内容は（１）講義、（２）実技、（３）病院実習より構成する（別紙１，別紙２参
照）。なお、MC 協議会認定救命⼠新規・更新時必修研修受講及び病院実習修了は、
MC 協議会認定救命⼠の新規申請、更新申請時の必須要件である。 
 
４．MC 協議会認定救命⼠の新規申請、更新申請時の研修要件及び提出書類 
（１）MC 協議会認定救命⼠の新規⼜は更新申請を希望する者は、別紙１の研修要件を
すべて修了していること 
（２）申請時には、MC 協議会認定救命⼠新規・更新時必修研修修了証及び病院実習評
価表のコピーを提出すること 
（３）MC 協議会認定救命⼠の認定期間は２年であるため、認定⽇から２年を超えない
期間で所定の研修を修了したのち、更新申請が必要である。 
（４）暫定処置 
 MC 協議会認定救命⼠の認定・登録を開始する平成３０年度においては、上記研修内
容のうち、①MC協議会認定救命⼠の新規・更新時必修研修（１２時間）及び②病院実
習（３０時間以上）の修了をもって、認定要件とする。 
 
付則 
この要項は、平成○年○⽉○⽇より施⾏する。 
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北九州地域 MC 協議会認定救命⼠の新規申請・更新申請時の具体的研修内容 
 

①MC 協議会が開催する MC 協議会認定救命⼠更新研修会（必須単位） 
※MC 協議会認定救命⼠の新規⼜は更新申請する者は、以下の研修会受講が必修である。 
 研修時間 午前（9：00〜12：30）  午後（13：30〜17：00） 
 

１⽇⽬（６時間） 
基本講義１ 救急講義１ 

 基本講義２ 救急講義２ 
 基本講義３ 救急講義３ 
 

２⽇⽬（６時間） 
実技評価１ 救急講義４ 

 実技評価２ 救急講義５ 
 総合シミュレーション１ 確認筆記試験 
    

②病院実習（必修項⽬） 
※MC 協議会が指定する医療機関で実習を⾏うが、病院救命⼠は、当該救命⼠が属する病院・診療所等で実施する
ことができる。ただし、病院・診療所等においては、MC に精通する医師（MC 協議会活動経験者⼜は MC 医師養成
研修終了者等）が所属していることとする。 
※１回の連続する病院実習時間は概ね 8 時間〜12 時間程度とし、実習時間中において適宜休息⼜は仮眠時間を設け
ること。 
 病院実習単位（必修） 病院実習時間の⽬安 
 

30 時間/以上２年間 
▷平⽇勤務時間内の実習（8:30-17:30 の間） 8 時間 

 ▷平⽇勤務時間外の実習（17:30-翌 8:30） 12 時間が⽬安 
 ▷⼟⽇祭⽇の半⽇実習 12 時間が⽬安  
    

③地域 MC 協議会が認める研修会への参加 

 ※MC 協議会認定救命⼠は、地域で開催される MC 協議会が認定する研修会において、20 時間以上/２年間の研
修に参加していること 

 地域 MC 協議会が認定する 
学会・研修会等への参加 

１８時間以上/２年 

 
※具体的講義内容は MC 協議会で定める。具体的講義内容の案を別紙 2-3 に⽰す。 
また講義は、MC 医師、救急認定看護師、１回以上の更新をしている MC 協議会認定
救命⼠等が担当する。 
 

MC 協議会認定救命⼠の新規申請・更新申請時の要件 
※MC 協議会認定救命⼠は、２年毎の更新において、以下の①〜③の研修内容をすべて修了していること 
 研修内容 研修時間 
  ① MC 協議会認定救命⼠新規・更新時必修研修（必修） １２時間 
  ② 病院実習（必修） ３０時間以上 
  ③ MC 協議会が認定する学会・研修会等 １８時間以上 
 ①〜③研修時間の合計/２年 ６０時間以上/２年間 

別紙２-2 
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具体的講義の例 
▷基本講義 
・同意と説明・接遇 
・MC 協議会の役割、救急救命処置範囲とオンライン MC 
・活動記録の記載、病院実習と事後検証 
・患者等搬送業務における安全管理と⾞載医療機器の点検管理 
・その他 
 
▷救急講義 
１）病態観察とバイタルサイン測定、注意点、数値の⾒⽅など 
・観察（呼吸状態、循環状態、意識レベル、瞳孔の観察） 
・バイタルサイン測定（⼼電図、パルスオキシメーター、体温計、⾎圧計） 
２）緊急度と重症度に関する理解 
・Q 助、♯7119 など緊急度判定と重症度（傷病程度）について 
３）遭遇頻度の⾼い救急疾患、急変時対応 
・遭遇頻度の⾼い救急疾患（感染症を除く） 
・遭遇頻度の⾼い感染症と感染対策 
・搬送中の緊急事態（事故、病状変化）への対応と関係機関との連携 
・ショックの病態と鑑別疾患、循環虚脱・呼吸不全への緊急対応 
・その他 
 
▷実技演習 
・搬送中の安全管理、体位管理と注意点 
・胃瘻、カテーテル、ラインの取り扱いと注意点 
・気道確保（⽤⼿法による気道確保・バッグマスクによる⼈⼯呼吸）異物除去 
・酸素投与、酸素ボンベ、酸素供給機器の管理と操作法 
・AED の取り扱い 
・搬送中の外傷（転落、転倒、切創外傷など） 
・その他  
 
▷総合シミュレーション 
・現場、搬送中の緊急事態、病状変化に対する対応⼿順  
  

別紙２-3 
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平成 30 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（厚生労働科学特別研究事業）研究	

「消防救急車の代替搬送手段における病院救急車の活用に資する研究」	

研究代表者	 伊藤	 重彦	 	 北九州市立八幡病院	 救命救急センター	

	

分担研究報告書	

北九州地域における病院救命士が搭乗する病院救急車による患者搬送業務の

試験運用	

	

(研究分担者)  坂本	喜彦	北九州総合病院	副院長	救命救急センター長	
（研究協力者）	斉宮	朋彦	北九州総合病院	救急科	救急救命士	 主任	

山家	 仁	 小波瀬病院	院長	

佐藤	英博	戸畑共立病院	副院長	救急総合診療部長	

	

要旨

（目的）増え続ける救急出動件数の抑制や救急医療における働き方改革の一つの手

段として「低緊急度の患者の搬送手段として病院救急車が消防救急車の代替手段と

なりうるか」を検証した。（方法）平成 30 年 11 月から平成 31 年 2 月までの 4 か月

間の日勤帯を試験運用期間とし、北九州地域の 3 病院（北九州総合病院、戸畑共立

病院、小波瀬病院）に所属するＭＣ協議会認定救命士が施設或いは病院からの依頼

を受け低緊急度の患者の搬送業務に携わった。病院救命士が行った業務内容は病院

救命士活動記録票を用いて事後検証を行った。（結果）4 か月間で内因性疾患 47 件、

外因性疾患 17 件の合計 64 件の依頼があった。病態変化でＭＣ医師に指導、助言を

仰いだ事案が 1 件あったが、全例安全に搬送可能であった。（結語）費用や責任の所

在といった病院負担の問題はあるが、これら諸問題を解決できれば低緊急度の患者

の搬送手段として病院救急車は消防救急車の代替手段となりうる。	

	

	

Ａ．背景・目的	

救急搬送のうち約 8％が転院搬送に使

われている現実があり、この転院搬送の

中には軽症の患者、低緊急度の患者が相

当数含まれている。	

低緊急度の患者の転院搬送に、病院に属

する救急救命士（以下、病院救命士）が

同乗した病院救急車が活用できれば、消

防救急車による転院搬送件数が減り、消

防職員や医師、看護師といった患者搬送

に関わる職員の負担軽減につながるこ

とから、救急医療における働き方改革の

一つの手段として有用であると思われ

る。	

	

本研究では、「低緊急度の患者の搬送手

段として病院救急車が消防救急車の代

替手段となりうるか」を検証する。	

	

Ｂ．方法	

病院救命士が搭乗する病院救急車によ

る患者搬送業務においては、医師、看護

師が同乗しないため、救命士の医学的管

理の質が担保された上での搬送が重要

である。北九州地域ＭＣ協議会（以下	

ＭＣ協議会）がこの質を担保すべく認定

研修を実施し、研修を修了した救急救命

士（以下、ＭＣ協議会認定救命士）が搬

送業務に携わることとした。	

-91-



 
 

 93 

救急救命処置の可能な資機材を搭載し

た病院救急車に２名で乗車し（ＭＣ協議

会認定救命士は最低１名乗車）、低緊急

患者の搬送業務に従事する。搬送対象患

者は低緊急度ではあるが、何らかの医学

的管理を要する患者であるため、搬送中

の病態変化に適切に対応できる必要が

ある。そのため、地域ＭＣ協議会の検討

委員会において病院救命士、民間救命士

の救急救命処置マニュアルを作成した。

（巻末資料参照）。	

このマニュアルに則り搬送業務を行い、

マニュアルで対応しきれない病態変化

または医学的管理において判断に迷う

場合には必ずメディカルコントロール

を担当する医師（以下ＭＣ医師）に指導、

指示、助言を仰ぐこととした。	

	 試験運用期間は、平成 30 年 11 月から

平成 31 年 2 月までの 4 か月間である。

運用時間は平日の午前 9 時から 17 時ま

でとし、夜間・休日には搬送業務を行わ

なかった。	

	 病院救命士を雇用する北九州地域の3

病院（北九州総合病院、戸畑共立病院、

小波瀬病院）が本分担研究に参加した。

3病院に属するＭＣ協議会認定救命士が

施設或いは病院からの依頼を受け搬送

業務に携わった。	

	 また、病院救命士が搭乗した業務内容

の記録は、地域ＭＣ協議会が定めた病院

救命士活動記録票を用い、全搬送事案に

ついて事後検証を行うこととした。	

	

Ｃ．結果	

３病院の合計で 64 件の搬送機会があ

った。疾病内訳を表１に示す。	

64 件の内訳は、内因性疾患 47 件、外因

性疾患 17 件であった。内因性疾患では

呼吸器、消化器疾患が各々18 件、19 件

と多く、両者で内因性疾患の約 8 割を占

めていた。冬場の試験運用で呼吸器感染

症が多く、また緊急度の比較的低い消化

器疾患が搬送対象であったためと思わ

れる。	

外因性疾患 17 件のうち、10 件が大腿骨

骨折であり、病院内、施設内での転倒に

起因するものと思われた。他の外因性疾

患も頭部打撲や胸部打撲など転倒、転落

に起因すると思われる疾患が多かった。	

64 件の搬送では、75 歳以上の高齢者が

46 件（71.8％）と大多数を占め、65 歳

未満の搬送はわずか 5 件であった。	

64件の搬送依頼元の種別を表２に示す。	

施設からの搬送依頼は 10 件で全体の

15.6％と少なく、ほとんどが病院からの

搬送依頼であった。施設からの搬送依頼

が少ない原因としては、緊急度が低いか

どうかを施設側で判定することが困難

であるためと思われる。病院からの搬送

依頼は精査目的と診断がついた後の治

療目的がおおよそ半々であった。病院か

らの搬送依頼のうち約 3 割は無床診療

所からの依頼であった。	

	 64 件のうち病態の変化などでＭＣ医

師に指導・助言を仰いだのは 1 件のみで

あった。助言内容は、接触時の酸素飽和

度低下に対して搬送距離が短いためリ

ザーバーマスクで酸素 10L/分投与を指

示したものであった。医療行為を行った

のはこの 1 件のみで、緊急度が必ずしも

低くなく救急車要請した事案、不搬送事

案、依頼時にお断りした事案などはなか

った。	

	 患者搬送に係る業務内容は病院救命

士活動記録票を用いて、病院救命士が所

属する病院のＭＣ医師が事後検証を行

いその妥当性を検証し、全ての事案で問

題ないことを確認した。	

	

Ｄ．考察	

	 救急出動件数は 2008 年以降増加の一

途をたどり	 2017 年は約 634 万件であ

った。出動件数の増加に伴い覚知から病

着までの病院収容所要時間は 39.3 分で
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年々増加傾向にあり本来の救急業務に

支障がでている。＃7119 やＱ助などの

ツールを普及させ不要不急の救急搬送

を減らすことが大切である。	

	 一方で、2017 年の全国の救急車によ

る転院搬送件数は全出動件数の8.4％を

占め年間 53 万件にものぼる。搬送手段

を有さない施設、医療機関は消防救急車

に頼らざるをえないのが実情で、病院救

急車が低緊急患者の搬送に利用できる

と、消防機関の負担軽減に繋がると考え

る。北九州市では平成 30 年の救急出動

件数が約 5 万 7 千件でそのうち転院搬

送が 8％、約 4500 件であった。この中

には低緊急度の症例が少なからず含ま

れており、病院救急車が患者搬送を担う

意義は大きいと思われる。	

	 一方で、病院救急車及び病院救命士を

提供する病院からみると、費用と責任と

いう担うべき二つの負の側面がある。	

前者は人件費を含めた病院救命士雇用

の問題、車輛維持費、燃料費、保険料な

どを誰がどのように負担するのか、採算

性はあるのか、といった問題を内包する。	

後者には、医療上の責任と道路交通法上

の責任が生じうる。低緊急とは言え搬送

中に患者の病態が急変する可能性はあ

る。急変時に消防救急車を要請したり、

ＭＣ医師に指導・助言を求めたとしても、

患者の転帰によっては問題となりうる。

また走行中の車輛事故も起こりうる。こ

れらの責任問題を含め病院側の負担は

大きいことから、本研究成果から全国的

な活用を進めるためには、今後解決すべ

き課題は多い。	

	 消防庁は 2016 年から「転院搬送」に

民間事業者や病院が所有する車を使う

よう通知し、理解を求めているが、いま

だ十分周知されているとは言い難く、上

り搬送、下り搬送いずれの場合において

も、患者の状態が不安定な場合は消防救

急車が使われることが多い。	

	 患者を救急用の自動車等で保険医療

機関に搬送する際、診療上の必要から、

当該自動車等に同乗して医師が診療を

行った場合に算定する救急搬送診療料

は 1300 点で、患者の発生した現場に保

険医療機関の救急救命士が赴いて必要

な処置等を行った場合において、当該救

命士に対して必要な指示を行った場合

に算定する救急救命管理料は 500 点で

ある。今後、低緊急患者搬送に病院救急

車を使う場合は、実績に応じた加算や診

療報酬上の保険点数の引き上げ或いは

病院救急車の運用を看護必要度の算定

に反映させるなど、何らかのインセンテ

ィブがないと実現は困難であると言わ

ざるをえない。これら諸問題を解決しこ

の事業を実現させることができれば、救

急搬送業務の適正化や救急隊の業務負

担の軽減に向けて役立つのではないか

と考える。	

	 新しい搬送手段の試験運用に先立ち、

診療所へは平成 30 年 11 月 1 日から実

施する旨、医師会を通じて周知していた

が、開始当日の 11 月 1 日午前 9 時に早

速 1 件目の依頼があった。近隣の医療機

関、老人福祉施設からは本研究に対する

期待を肌で感じ取ることができ、潜在的

な需要はかなりあるのではないかと思

われた。	

	

Ｅ．結語	

ＭＣ協議会認定救命士が乗る病院救急

車は有力な低緊急度の患者搬送手段と

なりうるが、その実現のためには病院側

の負担軽減対策が必要である。	

	

Ｆ．利益相反	

申告すべき利益相反はない	

	

Ｇ．発表・論文	

発表なし、論文なし
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表１．病院救急車で搬送した患者の疾病内訳	

	

	 北九州総合病院	 戸畑共立病院	 小波瀬病院	

内因性	 ４３	 ２	 ２	

循環器	 ２	 	 １	

呼吸器	 １７	 １	 	

消化器	 １８	 １	 	

中枢神経	 １	 	 	

内分泌・代謝	 １	 	 	

その他	 ４	 	 １	

外因性	 １０	 ４	 ３	

合計	 ５３	 ６	 ５	

	

	

表２．搬送依頼元種別	

	

	 北九州総合病院	 戸畑共立病院	 小波瀬病院	

施設→病院	 ７	 ３	 ０	

病院→病院	 ４６	 ３	 ５	

合計	 ５３	 ６	 ５	
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（先⾏研究報告書） 
転院搬送における病院救命⼠が搭乗する病院救急⾞活⽤に関する調査研究 

 
 研究報告者 伊藤 重彦 北九州市⽴⼋幡病院 院⻑ 救命救急センター  
 協⼒機関  北九州市保健福祉局、福岡県消防防災指導課 
 

要旨 
（⽬的）消防救急⾞の代替搬送⼿段としての病院救急⾞の積極的活⽤の観点から、北九
州市内の病院救急⾞による転院搬送の現状と病院救急⾞の積極的活⽤に係る課題と解決
策について検討した。（対象・⽅法）９０病院に対して、保有する病院救急⾞の活⽤状
況、病院救命⼠搭乗による転院搬送業務の有⽤性についてアンケート調査した。  
（結果）88 病院から回答を得た（回答率 97.8％）。病院救急⾞を保有している病院は
19 病院（21.8％）で、患者搬送への利⽤は、約 10 ⽇で 2.7 回の頻度であった。Ｈ28
年中の転院搬送に最も利⽤した搬送⼿段は、⺠間の患者等搬送⾞が 38.1%で最も多
く、病院救急⾞ 17.9％、消防救急⾞ 10.7％であった。消防救急⾞の代替搬送⼿段とし
て、病院救命⼠が搭乗する病院救急⾞導⼊において、69%の病院が利⽤すると回答し
た。（結語）転院搬送における消防救急⾞の適正利⽤の観点から、病院救命⼠が搭乗す
る病院救急⾞の積極的活⽤が望まれる。 
 

Ａ．背景と⽬的  
 地域包括ケアシステム構築が進む中、
救急搬送にかかる課題として、⾼齢化の
進展に伴う救急搬送件数の増加は⼤きな
課題である。また、消防救急⾞によるＨ
29 年中の転院搬送件数は 53 万 4072 件
（総搬送件数の 8.4％）で、毎年増加し
ている１）。増加する要因の⼀つとして、
医療機関が所有する病院救急⾞の活⽤が
進んでいないことが挙げられる。そこで
今回、⾼齢者等を地域で⽀えていく観点
から、北九州市保健福祉局と北九州市⽴
⼋幡病院が実施主体となり、今後、地域
包括ケアシステムの議論の⼀つとして、
消防救急⾞の代替搬送⼿段における病院
が保有する病院救急⾞の活⽤に関するア
ンケート調査を実施した。この調査結果
は、今回の厚⽣労働科学研究において貴
重な先⾏研究であることから、北九州市
保健福祉局、福岡県消防防災指導課の了

解を得て、アンケート調査結果を本報告
書に先⾏研究として掲載することとし
た。なお、本調査結果の⼀部は、第 3
回救急医療に関する議員勉強会（⽇時：
平成 29 年 11 ⽉ 30 ⽇、場所：参議院会
館）において著者が発表し、配布資料と
してすでに公表されている。 
 

Ｂ．対象・⽅法 
 調査対象は北九州市の 90 病院であ
る。調査時期は平成 29 年 10 ⽉〜11 ⽉
の２ヶ⽉間で、北九州市保健福祉局が実
施主体となり、医療機関が保有する病院
救急⾞の患者等搬送業務への活⽤状況に
ついて調査した。調査⽤紙を各病院⻑宛
に郵送し回答を得た。なお、アンケート
調査項⽬の作成及び調査結果の分析は北
九州市⽴⼋幡病院（責任者 伊藤重彦）
で⾏った。本調査における病院救急⾞と
は、緊急⾃動⾞登録をしており、基本装
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備にストレッチャー、酸素ボンベ、点滴
管理資機材、救急蘇⽣セットを備えてい
る⾞両を指し、病院救急⾞以外の患者等
搬送⾞とは、ストレッチャーや⾞イス対
応の患者搬送⽤で、緊急⾃動⾞登録をし
ていない⾞両を指す。 
 

Ｃ．結果 
 北九州市内 90 病院のうち 88 病院か
ら回答を得た（回答率 97.8％）。 
1）病院救急⾞、患者等搬送⾞の保有に
ついて病院救急⾞を保有している病院
は、回答 87 病院のうち 19 病院
（21.8％）であった。19 病院のうち、
保有台数 1 台は 14 病院（73.7％）で、
5 病院は 2 台保有していた。また、病院
救急⾞以外の患者等搬送⾞を１台以上保
有する病院は 53 病院で、６割以上の病
院で何らかの患者搬送⼿段を有してい
た。 
２）病院救急⾞による患者搬送件数 
Ｈ28 年中の病院救急⾞による患者搬送

件数 100 件以下の病院は 58％であった
（図 1）。これは 10 ⽇間に 2.7 回の利⽤
頻度に相当する。 
 
 
 
 
 
 

 
図１．病院救急⾞利⽤による年間搬送件数 

 
２）病院救急⾞の搭乗⼈員及び搭乗者の
おもな資格・職種 
運転⼿含めて患者搬送時に病院救急⾞

に搭乗する⼈数は、3 名（42.1％）が最
も多かった。病院⾞救急⾞の搭乗者のお

もな資格・職種を質問したところ、医
師、看護師の同乗がそれぞれ 42％で、
救急救命⼠を同乗させている病院は１病
院（3％）のみであった（図 2）。 
 
 
 
 
 
 
 
図２．病院救急⾞乗務者の主な資格・職種 

 
３）転院搬送に最も利⽤している搬送⼿
段 
Ｈ28 年中の転院搬送に最も利⽤した患

者等搬送⾞の種類を質問した（回答は⼀
つ）。回答 84 病院では、⺠間事業所が
所有する⺠間救急⾞、介護・福祉タクシ
ーの利⽤が 32 病院（38.1%）で最も多
く、その他が（33.3％）、病院救急⾞を
含む病院保有の患者等搬送⾞が 15 病院
（17.9％）、消防救急⾞９病院
（10.7％）の順であった（図 3）。 
 
 
 
 
 
 
 
図３．転院搬送に最も利⽤する搬送⼿段 

 
４）消防機関に属さない救急救命⼠が搭
乗する患者等搬送⾞について 
低緊急あるいは⾮緊急の⾃院患者の転

院搬送⼿段として、地域のメディカルコ
ントロール体制下の①病院に属する救急
救命⼠（以下、病院救命⼠）が同乗する
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病院救急⾞、②⺠間事業所に属する救急
救命⼠（以下、⺠間救命⼠）が同乗する
⺠間救急⾞が地域に導⼊され場合に、消
防救急⾞に代わる患者搬送⼿段として利
⽤するかどうかについて質問した（複数
回答可）。回答したのべ 114 病院のう
ち、60 病院（52.6％）が、病院救命⼠
が搭乗する病院救急⾞を利⽤すると回答
した。また、42 病院（36.8%）が、⺠
間救命⼠が搭乗する⺠間救急⾞を利⽤す
ると回答した（図４）。⼀⽅、これら消
防機関に属さない救急救命⼠が搭乗する
病院救急⾞、⺠間救急⾞を活⽤しないと
回答した 12 病院（10.5％）は、理由と
して㋐搬送中の故や急変時対応での責任
の所在が明確でない、㋑同乗する救急救
命⼠のスキルが不明、㋒消防救急⾞のほ
うが安全である等の意⾒を挙げた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
図４．救命⼠が搭乗する患者搬送の有⽤性 
 

Ｄ．考察 
 消防救急⾞による⾼齢者搬送件数は毎
年増加傾向にある。北九州市における搬
送需要調査では、⾼齢者搬送の出動先と
して介護施設が年々増加しており、介護
施設から要請される救急搬送事案への対
策が急務である 2）。また、毎年増加を続
けている消防救急⾞による転院搬送事案
への対策も重要な課題である。福岡県消
防防災指導課の調査報告によると、平成
27 年中の福岡県下 25 消防本部における

総搬送件数 243,139 件のうち、転院搬送
事案は 22,855 件（9.4％）で、総務省消
防庁が公開している同年の全国平均値
8.4％より 1％⾼い。また、転院搬送率
は、北九州地域、福岡地域、筑後、筑豊
地域の県内４ブロックの⽐較において、
8.6〜13.2%の間でばらつきを認めた。
搬送先医療機関における傷病程度の内訳
は、重症 15%、中等症 79%、軽症 6%
であった（別紙資料スライド１参照：救
急医療に関する議員勉強会配布資料）。 
 消防救急⾞運⽤においては、救急出動
時の搭乗員数は運転⼿含め３名で、救急
救命⼠１名以上が同乗している消防本部
が多い。この編成で地域メディカルコン
トロール（MC）体制下で救急救命処置
を必要とする緊急度の⾼い傷病者搬送を
担っていることを考えると、低緊急傷病
者に対して、MC 体制下にある病院救命
⼠が搭乗する病院救急⾞を活⽤する余地
は⼗分あると思われる。とくに、別紙資
料スライド１で⽰すように、搬送先医療
機関の初療医が判断した軽症事案
（6%）と中等症事案（79%）の⼀部
は、病院救命⼠が搭乗する病院救急⾞で
転院搬送が可能と考えられる。総転院搬
送件数 22,855 件のうち、5,431 件
（24%）は、医師が同乗しない搬送事案
であった（別紙資料スライド２）。これ
らの事案も、医師、看護師に代わり、病
院救命⼠の同乗で搬送可能な事案と⾔え
る。県下 9 消防本部への調査では、医
師同乗が必要であったと判断した転院搬
送事案は、県内４地域でばらつきはある
が、転院搬送 5,715 件中 10.6〜29.4%
で、残りの転院搬送事案は病状が安定し
た傷病者であったと評価している。これ
らの事案も、MC 体制下で⼀定の救急救
命処置が実施できる病院救命⼠による搬
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送が⼗分可能な事案である。 
 平成 27 年度総務省消防庁救急業務

のあり⽅に関する検討会において、消防
庁と厚⽣労働省が連携して、各地域にお
いて、関係者間で⼗分に議論し、合意形
成を⾏った上で地域の実情に応じたルー
ル化を⾏うこと、転院搬送における救急
⾞の適正利⽤を推進すること、消防機関
救急⾞以外の搬送資源として、消防機関
が認定する患者等搬送事業者や医療機関
が保有する患者等搬送⾞による緊急性の
ない傷病者の移動や転院搬送への活⽤促
進の必要性が報告された３）。そして、平
成 28 年 3 ⽉、消防庁次⻑、厚⽣労働省
医政局⻑の連名により「転院搬送におけ
る救急⾞の適正利⽤の推進について」が
発出された４）。 

今回の研究で、北九州市内病院におけ
る病院救急⾞の活⽤はまだまだ不⼗分で
あることがわかった。同時に、消防救急
⾞による転院搬送事案のうち、病院救命
⼠が同乗することで、消防救急⾞の代替
搬送⼿段が活⽤できる事案が⽐較的多い
ことがわかった。今後は、緊急度のない
⼜は緊急度の低い患者の転院搬送におい
て病院救急⾞の活⽤が進まない要因を各
地域で検討し、関係者間で病院救急⾞活
⽤を促進するための合意形成を得ること
が必要である。また、消防救急⾞の代替
搬送⼿段に関するさらなる研究を進める
と同時に、国や各⾃治体において課題解
決に向けた取組が期待される。 
謝辞：本調査報告にデータを提供して頂
いた北九州市保健福祉局、福岡県消防防
災指導課担当者の⽅々に⼼より感謝申し
上げます。 
 

Ｅ．結語 
 北九州市内の病院が保有する病院救急

⾞の活⽤状況と転院搬送における消防救
急⾞の代替搬送⼿段に関する調査・研究
を⾏った。転院搬送における消防救急⾞ 
の適正利⽤の観点から、病院救命⼠が搭
乗する病院救急⾞の活⽤は有⽤な搬送⼿
段である。 
 

Ｆ．引⽤⽂献 
１）平成 30 年度救急救助の現状Ⅰ救急
編
https://www.fdma.go.jp/publication/re
scue/items/kkkg_h30_01_kyukyu.pdf 

２）伊藤重彦、ほか：北九州市における
⾼齢者救急の現状と問題点─とくに介護
施設からの搬送事案について。⽇臨救医
誌 19:7-12,2016. 
３）平成 27 年度救急業務のあり⽅に関
する検討会報告書（平成 28 年 3 ⽉） 
https://www.fdma.go.jp/singi_kento/ke
nto/items/kento169_15_houkokusyo.pdf 
４）消防救第 63 号転院搬送における救
急⾞の適正利⽤の推進について（平成
28 年 3 ⽉）
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/as
sets/280331_kyu34.pdf 
 

Ｇ．利益相反 
利益相反に関する事項なし 
 

Ｈ．発表 
・伊藤重彦：救急⾞以外の患者等搬送⾞
を活⽤した緩やかな救急搬送システムの
構築について。第 3 回救急医療に関する
議員勉強会（2017.11.30 参議院会館） 
・伊藤重彦、ほか：救急⾞による転院搬
送における福岡県内事案の検討及び救急
⾞以外の搬送⼿段の選択に関する調査研
究。第 21 回⽇本臨床救急医学会
（2018.6.2 名古屋)
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別紙資料 
▷スライド１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▷スライド２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本スライドは、第３回救急医療に関する議員勉強会（⽇時：2017 年 11 ⽉ 30 ⽇、場所：参
議院会館）の発表演題「地域包括ケアシステムにおける⾼齢者救急搬送の適正化─救急⾞以
外の患者等搬送⾞を活⽤した緩やかな救急搬送システムの構築について」で使⽤したスライ
ドである。《緩やかな救急搬送システム》とは、地域医師会、地域 MC 協議会を中⼼に、地域
包括ケアシステムに関わる関係機関が連携し、緊急度の低い患者等に対して、救急⾞以外の
患者搬送⾞を有効活⽤する、緊急⾛⾏しない患者搬送システムを指す。 
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巻末資料 
 
 
 

患者搬送業務における消防機関以外の救急救命⼠
が⾏う救急救命処置プロトコル（初版） 

	 	 	 	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

北九州地域救急業務メディカルコントロール協議会	

患者搬送に係る救急救命士に関する検討委員会	

	

	

	

	

	

平成３１年（3019年）３月	 	
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患者搬送業務における消防機関以外の救急救命⼠が⾏う救急救命処置プロトコル 
 
▷はじめに 
 病院に属する救急救命⼠（以下、病院救命⼠）が搭乗する病院救急⾞、⺠間事業所に属する救
急救命⼠（以下、⺠間救命⼠）が搭乗する患者等搬送⾞（⺠間救急⾞）による患者搬送業務にお
いては、救急救命⼠の医学的管理の質が担保された上での搬送が重要である。 このようなことに
鑑み、北九州地域 MC 協議会（以下、MC 協議会）は、MC 協議会が認定する所定の研修を修了
した救急救命⼠を認定し（以下、MC 協議会認定救命⼠）、救急救命処置の実施が可能な医療資
機材を⾞載した⾞両による患者搬送業務において、当該救命⼠が実施できる救急救命処置範囲を
定めた。MC 協議会認定救命⼠の搬送対象患者は、緊急度は低いが医学的管理を必要とする患者
であることから、搬送中の病状変化に適切に対応するために、実施可能な救急救命処置に関する
プロトコルを作成した。 
 
▷MC 認定救命⼠の救急救命処置範囲 
 現場⼜は患者搬送中の⾞内活動において、MC 協議会認定救命⼠が実施できる救急救命処置範
囲を以下のように定める。なお、プロトコルに定めた救急救命処置はいずれも医師の包括的指⽰
下で実施できるが、搬送中患者病状の変化により、新たな処置が必要となった場合には、医師へ
の報告が必要である。また、それぞれの救急救命処置については、基本的事項、注意点等を中⼼
に記載しているが、患者の病状変化⼜は医学的管理の判断に迷った場合は、必ずオンラインメデ
ィカルコントロールを担当する医師（以下、MC 医師）に連絡をとり、指導・助⾔を得ることと
する。 
 
［１］基本事項 
・本研究における搬送対象患者は、低緊急⼜は病状が安定した患者である 
・MC 協議会認定救命⼠が実施できる救急救命処置は以下の 18 項⽬である。（2018.10.10 時点） 
・病院救命⼠と⺠間救命⼠が実施できる救急救命処置範囲は同じとする。 
・プロトコルを定めた（１）から（１８）の救急救命処置は、いずれも医師の包括的指⽰下で実
施できるが、搬送途中に患者の病状が変化したために⾏う処置については、医師への報告が必要
である。 
・（７）〜（１８）の処置は、搬送中患者の病状変化に対して実施が必要となる処置であるため、
MC 医師に報告し、指導・助⾔を仰ぐ。 
・現場⼜は患者搬送中の⾞内活動において、患者の医学的管理の判断に迷った場合は、必ずMC
医師へ連絡をとり、指導・助⾔を仰ぐ。 
・⼩児、精神科、産婦⼈科領域の患者搬送は、医師搭乗を原則とし、救命⼠単独では⼩児、精神
科、産婦⼈科領域の処置は実施できない。 
 
［２］MC 協議会認定救命⼠が実施できる救急救命処置 
 MC 協議会認定救命⼠が実施できる救急救命処置を以下の 18 項⽬である。本研究の試験運⽤
期間中は、18 項⽬以外の救急救命処置は実施できない。 
（１）必要な体位の維持、安静の維持、保温 
（２）体温・脈拍・呼吸数・意識状態・顔⾊の観察 
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（３）パルスオキシメーターによる⾎中酸素飽和度の測定 
（４）⾎圧計の使⽤による⾎圧の測定 
（５）聴診器の使⽤による呼吸⾳の聴取 

（６）⼼電計の使⽤による⼼拍数の観察及び⼼電図転送 
（７）圧迫⽌⾎ 
（８）⾻折の固定 
（９）特定在宅療法継続中の傷病者の処置の維持  
（１０）⼝腔内の吸引 
（１１）酸素吸⼊器による酸素投与［注３］ 

（１２）ハイムリック及び背部叩打法による異物の除去 
（１３）鉗⼦・吸引器による咽頭・声⾨上部の異物の除去 
（１４）⽤⼿法による気道確保 
（１５）呼気吹き込み法による⼈⼯呼吸 
（１６）胸⾻圧迫 
（１７）バッグマスクによる⼈⼯呼吸 
（１８）⾃動体外式除細動器による除細動 
 
［３］搬送中の重篤な病状変化⼜は緊急事態への対応 
・上記１８項⽬の救急救命処置のうち、（１）〜（１１）の救急救命処置は、低緊急⼜は病状が安
定した患者においても実施する処置であるが、（１２）〜（１８）の救急救命処置は、搬送中の急
変患者に対する処置である。 
・従って、（１２）〜（１８）の救急救命処置が必要な状況は緊急事態であるので、以下の《搬送
中の重篤な病状変化⼜は緊急事態への対応⼿順》に従って⾏動する。 
★搬送中の重篤な病状変化⼜は緊急事態への対応 
  ①緊急事態であるため、⺠間救急⾞による搬送においては、直ちに消防救急⾞を要請し、 
  同時に MC 医師へ急変を報告し、指⽰・指導・助⾔に従う。 
  ②緊急事態であるため、直ちにMC 医師へ急変を報告し、搬送⼿段を含め指⽰・指導・助⾔ 
  に従う。消防救急⾞⼜は病院救急⾞は、緊急⾛⾏による搬送を⾏う。 
  ③ドクターカー運⽤システムが整備されている地域では、ドクターカー要請を考慮する。 
  ④救急救命⼠は患者の観察及び救救命処置に努め、MC 医師への連絡等について、運転⼿と 
  役割分担を⾏う。 
  ⑤家族が同乗している場合は、病状の急変と救急救命処置の必要性を説明する。 
 
［４］各救急救命処置プロトコールと注意点 
・消防機関以外の救急救命⼠が実施できる（１）〜（１８）の救急救命処置について、注意点を
具体的に記載した。 
・対応に迷う場合は、搬送元医師、⼜は MC 医師へ連絡し、指導・助⾔を仰ぐ。 
 
（１）必要な体位の維持、安静の維持、保温 
・搬送中の体位等について、搬送元から具体的な指⽰がある場合は、それに従う。 
・搬送体位等で判断に迷う場合は、MC 医師の指導・助⾔を仰ぐ。 
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（２）体温・脈拍・呼吸数・意識状態・顔⾊の観察 

①体温・脈拍の測定 
・体温、脈拍測定については患者に接触するため、処置内容を患者本⼈⼜は家族へ説明し、同意 
を得る。測定結果は搬送記録へ記録する。 
・体温測定は、⽿式体温計⼜は腋窩体温計により測定する。測定に使⽤した体温計は、その都度 
消毒を⾏い、清潔保管する。 
・搬送開始時点で 38℃以上の発熱がある場合は、搬送中に再度体温測定を⾏う。 
・脈拍測定は橈⾻動脈の脈触知により測定する。 
・症状がない場合でも、不整脈を認める場合はMC 医師へ報告し、指導・助⾔を仰ぐ。 
・脈拍数 120 回/分以上の場合は、医師へ報告し、指導・助⾔を仰ぐ。 
②意識の観察 
・意識状態はJCS で評価する。 
・認知症等により、搬送開始時点でJCS１〜３の意識障害がある場合は、搬送元の医師から意識 
レベルが安定していることを確認した後に搬送する。 
・搬送開始時点で意識障害が進⾏している場合は、搬送の対象ではない。 
・意識レベルが急速に悪化する場合は、直ちにMC 医師へ報告し、指導・助⾔を仰ぐ。 
 
（３）パルスオキシメーターによる⾎中酸素飽和度の測定 
・パルスオキシメーターの装着は、⾎中酸素濃度測定の必要性を説明し、同意を得て実施する。 
・パルスオキシメーターの装着は、呼吸器疾患の有無にかかわらず、搬送中の観察項⽬として実
施できる。 
・パルスオキシメーターによる⾎中酸素飽和度の⼀般的な測定時期・回数は、搬送開始前、搬送
中、搬送後の３回とする。 
・予め搬送元医師から指⽰された酸素濃度で酸素投与しながら搬送する患者に対しては、病状変
化がない場合でも、パルスオキシメーターを装着し、酸素飽和度を測定する。 
・呼吸器疾患の既往歴⼜は搬送中に発⽣した呼吸器症状で、⾎中酸素飽和度の測定が必要と判断
した場合は、パルスオキシメーターを装着し、測定結果をMC 医師へ報告する。 
・パルスオキシメーターによる⾎中酸素飽和度測定結果が 94％以下の場合は、MC 医師へ報告
し、指導・助⾔を仰ぐ。 
・酸素投与器具（⿐腔カニューレ、フェイスマスク）の取り扱い、装着⽅法を習熟する。 
・酸素ボンベの取り扱い⽅法（設置・接続・流量計操作）を習熟する。 
・搬送業務開始前に、酸素供給装置が正常に作動すること、酸素残量等を確認する。 
 
（４）⾎圧計の使⽤による⾎圧の測定 
・本⼈へ説明し、同意を得て実施する。 
・既往歴に⾼⾎圧がある場合は、⾎圧測定を⾏ってよい。 
・症状の有無にかかえわらず、収縮期⾎圧>220mmHg または拡張期⾎圧>130mmHg の⾼⾎圧
症は緊急度⾚であるため、MC 医師へ報告し、指導・助⾔を仰ぐ。 
・搬送開始時に正常範囲の⾎圧が、搬送途中で変動する場合は、MC 医師へ測定結果を報告し、
指導・助⾔を仰ぐ。 
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（５）聴診器の使⽤による呼吸⾳の聴取 
・本⼈へ説明し、同意を得て実施する。 
・搬送開始時点になかった呼吸器症状の出現、呼吸苦の訴え、パルスオキシメーター測定値の低
下を認める場合は、聴診を⾏う。 
・⾐服を⼤きく開放することなく聴診するなど、プライバシーに配慮する。 
・両側の呼吸⾳を聴取し、呼吸⾳の左右差、呼吸数増加、喘鳴等を認める場合は、直ちにMC 医
師に報告し、指導・助⾔を仰ぐ。 
 
（６）⼼電計の使⽤による⼼拍数の観察 
・本⼈へ説明し、同意を得て実施する。 
・⼼電図計が⾞載されている場合には、⼼電計による⼼拍数の観察を⾏ってもよい。 
・病歴で不整脈治療中⼜は抗不整脈薬服⽤中の患者では、搬送中の⼼電図装着を考慮する。 
★緊急時の対応 
・胸痛の訴え、⼼電図異常、不整脈の出現等を認める場合は、MC 医師へ事態の急変を報告し、
指⽰・指導・助⾔に従う。状況に応じて、消防救急⾞を要請する。 
・迅速なドクターカー出動システムが整備されている地域では、ドクターカー出動を考慮する。 
・救急救命⼠は患者の観察・処置に努め、MC 医師への連絡は運転⼿と役割分担を⾏う。 
 
（７）圧迫⽌⾎ 
・圧迫⽌⾎の必要性を本⼈、家族に説明し、同意を得て実施する 
・圧迫⽌⾎の必要な病態を MC 医師に報告する。ただし、報告に時間を要して⽌⾎処置が遅れる
ことがないようにする。 
・清潔なガーゼ等を⽤い、出⾎部位を直接圧迫⽌⾎する。 
・⽌⾎部位の観察所⾒、圧迫⽌⾎の効果について、再度 MC 医師へ報告する。 
・⼀定時間圧迫の後、圧迫を解除して⽌⾎されているかどうかを確認する。 
・明らかに⽌⾎が得られていない場合は適宜ガーゼ等を交換し圧迫を継続する。 
・出⾎原因、圧迫⽌⾎効果について、搬送記録票に詳細を記録する。 
 
（８）⾻折の固定 
・搬送中の外傷に伴う明らかな⾻折に対しては、固定処置を⾏う。 
・⾻折部位の安定化を図るため固定処置であることを、本⼈、家族に説明し同意を得る。 
・⾻折等が疑われる状況を説明し、固定の必要性、処置等について MC 医師へ指導・助⾔を仰ぐ。 
・固定が完了したら、再度 MC 医師に報告する。 
・⾻折があると思われる部位にシーネ等をあて、包帯等で固定する。無理に整復せず、患者が 
痛がらない位置で固定する。 
・疼痛が激しく、⾻折部位固定が困難な場合は、MC 医師へ報告し、指導・助⾔を仰ぐ。 
・搬送時点で明らかな⾻折が判明している場合は、MC 医師へ報告し、指導・助⾔を仰ぐ。 
・搬送元の医師が⾻折の固定を直接⾏い、病状が安定している場合はMC 医師へ連絡し、搬送可
否について指導・助⾔を仰ぎ、搬送許可を得た上で、搬送する場合がある。 
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（９）特定在宅療法継続中患者の処置の維持 

・特定在宅療法継続中の患者への処置は、搬送元の医師より搬送中の処置、観察等に関する指⽰
を受け、その旨を MC 医師にも報告し、処置内容を活動記録票に記録する。 
・搬送途中に病状変化があれば、その都度 MC 医師へ連絡し、指導・助⾔を仰ぐ。 
 
（１０）⼝腔内の吸引 
・⼝腔内吸引実施の必要性を、本⼈、家族に説明して同意を得て実施する。 
・⼝腔内吸引の実施対象を限定し、必要時以外は実施しない。 
・⼝腔内吸引実施の⽬安は、パルスオキシメーター測定値の低下（94％以下が⽬安）が認められ
る場合である。 
・咽頭ゴロゴロ⾳など⼝腔内分泌物が疑われる場合は、誤嚥を疑う。 
・⼝腔内吸引実施に際しては、必要に応じてMC 医師へ報告し、指導・助⾔を仰ぐ。 
・太めの吸引管を⼝腔内に愛護的に挿⼊し、チューブ先端が⼀定の位置に留まらないように注意
しながら、吸引を⾏う。 
 
★緊急時対応 
・上記処置でもパルスオキシメーター測定値の低下が継続する場合は、緊急事態であるため、MC
医師へ事態の急変を報告し、指⽰・指導・助⾔に従う。 
・必要に応じて、消防救急⾞を要請する。 
・救命⼠は患者の観察・処置に努め、MC 医師への連絡は運転⼿が⾏うなど、役割分担を⾏う。 
 
（１１）酸素吸⼊器による酸素投与 
・搬送開始時点で、予め酸素が投与されている患者搬送では、搬送元の医師の従った酸素投与量
を確認する。 
・搬送開始時点で、指定の酸素投与量で⽬標のパルスオキシメーター値を確認しておく。 
・搬送元の医師の指⽰であることを、本⼈、家族へ説明して同意を得る。 
（搬送中の酸素投与） 
・搬送中患者の病態変化により、パルスオキシメーターの⽬標値以下の低酸素状態（94％以下が
⽬安）が疑われた場合には、MC 医師へ事態を報告し、指⽰・指導・助⾔に従う。 
・酸素投与がMC 医師の指⽰であることを、本⼈、家族へ説明して同意を得る。 
・酸素ボンベとカニューレ、マスクとの正しい接続と酸素流量を確認する。 
 
（１２）ハイムリック及び背部叩打法による異物の除去 
・急な咳き込みやチョークサインなど、異物による窒息が疑われる場合に⾏う。 
・「何か詰まりましたか？」と、窒息であるかどうかを尋ね、気道異物と判断した場合は「今から
助けます」と声をかけ遅滞なく処置に⼊る。説明に時間をかけ処置が遅れないよう注意する。 
・背中の真ん中（左右の肩甲⾻の間）を⼒強く⼿掌で叩打する。⼜は患者の背後に回り、⽚⽅の
⼿で握りこぶしを作り、その親指を傷病者のへその上⽅でみぞおちより⼗分下⽅の位置にあてる。
もう⽚⽅の⼿で握りこぶしを握り、すばやく⼿前上⽅に圧迫するように突き上げる。 
・窒息が解除されるまで（話ができるようになるまで）、⼜は患者の意識がなくなるまで続ける。 
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★緊急時対応 
・上記処置で窒息が継続する場合は、緊急事態であるため、直ちに消防救急⾞を要請する。 
・MC 医師へ事態の急変を報告し、指⽰・指導・助⾔に従う。 
・救命⼠は患者の観察・処置に努め、MC 医師への連絡は運転⼿と役割分担を⾏う。 
・家族が同乗している場合は、病態変化と処置の必要性を説明する。 
 
（１３）鉗⼦・吸引器による咽頭・声⾨上部の異物の除去 
（１２）の処置で換気の改善が得らない場合は、鉗⼦・吸引器を⽤いて異物除去を⾏う。 
・鉗⼦・吸引器による異物の除去を⾏う際は、MC 医師へ連絡し、指導・助⾔を受ける。 
・消防救急⾞到着までの間は、10 ㍑/分の酸素投与を⾏いながら異物除去を試みる。 
・⼝腔よりさらに奥に異物が存在する場合、確実な観察のためには喉頭鏡が必要である。  
★喉頭鏡使⽤時の注意点 
・患者の意識がある場合は、開⼝への協⼒が得られない場合があるため、気道異物の除去が必要
であることを本⼈家族へ説明し、協⼒を得る。 
・酸素投与のみで酸素化が良好（SpO294%以上が⽬安）である場合は、救急隊の到着を待つ。 
・SpO2低下により意識が低下する場合は、喉頭鏡による観察を⾏い、異物が原因で声⾨が確認で
きなければ、異物除去を⾏う。   
・異物が固形の場合は、鉗⼦、鑷⼦等を⽤いて除去し、異物形状が流動物の場合は、太いチュー
ブによる吸引で除去する。 
・マギール鉗⼦は気管挿管⽤の器械ではあるが、異物除去にも有⽤である。  
・異物を強く挟むと壊れることがあるため、鉗⼦による摘出と吸引と組み合わせる場合がある。 
 
（１４）⽤⼿法による気道確保 
・⾃発呼吸があれば、⽤⼿法による気道確保のみで、有効な換気を得られる場合がある。 
・意識障害がある場合は、⾃発呼吸（呼吸筋の運動）があっても有効な換気でないことがあるた
め、⽤⼿法による気道確保を⾏い、気道閉塞を予防する。   
・（下顎挙上法）⽤⼿で顎を固定し、下顎の⻭列が上顎の⻭列より前に出るように、あご先を持
ち上げる。  
・（頭部後屈顎先挙上法）頭側の⼿を額に当て、⾜測の⼿で顎を持ち上げながら、頭を後ろにそ
らせる。ただし、頸椎損傷が考えられる場合には、頭部後屈は⾏わない。 
 
（１５）呼気吹き込み法による⼈⼯呼吸 
・呼吸状態に異常を認めた場合は、⼼電図モニター、パルスオキシメーターを装着する。 
・呼気吹き込み法は、呼吸停⽌患者に対し効果的である。 
・呼気吹き込み法による⼈⼯呼吸は、気道確保道具を必要としないため、緊急時に有効な換気⽅
法である。ただし、呼気吹き込み法による⼈⼯呼吸は感染リスクを伴うことから、BVM が準備
されている場合は、BVM による換気を⾏う。 
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・（呼気吹き込み⽅法）気道を確保したまま、額に当てた⼿の親指と⼈差指で傷病者の⿐をつま
む。⼝を⼤きくあけて傷病者の⼝を覆い、空気が漏れないようにして、息をゆっくりと２回吹き
込む。 
 
（１６）胸⾻圧迫 
・搬送患者接触時点で搬送中の⼼肺停⽌が予測できる患者は、搬送対象ではない。消防救急⾞を 
要請すると同時に、搬送元の医師⼜は MC 医師へ報告し、指⽰・指導・助⾔を仰ぐ。 

・搬送途中の病状変化により、予測外の⼼肺停⽌に⾄った場合は、蘇⽣ガイドラインに沿って対
応する。 
・直ちに消防救急⾞を要請し、MC 医師へ事態の急変を報告し、指⽰・指導・助⾔に従う。 
・迅速なドクターカー出動システムが整備されている地域では、ドクターカー要請を考慮する。 
・救命⼠は患者の観察・処置に努め、MC 医師への連絡は運転⼿と役割分担を⾏う。 
・家族が同乗している場合は、胸⾻開始後に病態変化、処置の必要性を説明する。 
 
（１７）バッグマスク（BVM）による⼈⼯呼吸 

・搬送患者接触時点で BVM による⼈⼯呼吸を要する症例は、搬送対象ではない。消防救急⾞を
要請すると同時に、搬送元の医師⼜は MC 医師へ報告し、指⽰・指導・助⾔を仰ぐ。 

・搬送途中の病状変化により BVM による補助換気が必要となった場合は、ただちに MC 医師へ
連絡し病状の報告を⾏ったのちに、指⽰・指導・助⾔を仰ぐ。必要時には、消防救急⾞の要請⼜
はドクターカーを要請し迅速な応援を求める。 
・消防救急⾞、ドクターカー到着までの間、呼吸管理と同時に、⼼電図モニター監視、⾎圧、Ｓ
ｐＯ２測定等の適切な観察を⾏う。特に脈拍の観察には細⼼の注意を払い⼼臓機能停⽌に備える。 
・搬送先が数分以内の場合は、MC 医師へ助⾔を求め、酸素投与とBVM 換気を⾏いながら早期
の搬送を考慮する。 
・応援到着までのBVM による⼈⼯呼吸の必要性について、本⼈、家族へ説明し同意を得る。 

★BVM による補助換気 
①⼈⼯呼吸は、⾼濃度酸素投与下で⾏う（10 ㍑/分が⽬安）。 
②１回１秒で胸部の挙上が確認できる程度の換気量で実施する。  
③成⼈は１０回/分、⼩児・乳児・新⽣児は１２回〜２０回/分が⽬安である。  
 
（1８）⾃動体外式除細動器（AED）による除細動 

・搬送患者接触時点で AED による除細動を要する症例は、搬送対象ではない。直ちに消防救急
⾞を要請すると同時に、搬送元の医師⼜は MC 医師へ報告し、指⽰・助⾔・指導を仰ぐ。 

・搬送途中の患者の病状変化により AED が必要となった場合は、ただちに MC 医師へ連絡し、
指⽰・指導・助⾔を仰ぐ。必要時には、消防救急⾞またはドクターカーを要請し応援を求める。 
・応援到着までのAED による除細動については、患者⼜は家族に説明し同意をえる。 

 

 

-107-



 109 

★AED を⽤いた除細動  
・搬送途中の急変では、患者等搬送⾞を安全な場所に停⾞させ、運転⼿と救急救命⼠の２名で
CPR にあたる。CPR は、地域MC 協議会のプロトコールに準じて実施する。 
② CPR 開始後直ちに除細動器の準備を⾏う。ＣＰＲができるだけ中断しない。  
②パッド装着の際には両肩から腹部まで開放し、除細動が安全かつ有効に実施できるよう発汗、
体⽑、ペースメーカーの有無、薬剤パッチ等の有無の確認と対策を⾏う。 
③電極パッドを装着し、⼼電図の⾃動解析⼜は確認の準備が整ったら、胸⾻圧迫を中断し解析結果を
待つ。除細動適応であれば、周囲の安全を確認したのちショックボタンを押す。 
④電気ショック完了後は、パッドを装着したままCPR を再開する。 
⑤AED から指⽰が流れた場合は、指⽰に従う。 
⑥傷病者が嫌がって動き出せば、⼼肺蘇⽣法を中⽌し回復体位にして注意深く観察を続ける。 
反応なければ応援到着までCPR を繰り返す。 
 

  北九州地域 MC 協議会患者搬送に係る救急救命士に関する検討委員会	
     「患者搬送業務における消防機関以外の救急救命⼠⽤マニュアル」 
               （作成⽇：平成 30 年10 ⽉31 ⽇） 
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